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後晋安万金 ・何氏夫妻墓誌銘

および何君政墓誌銘

森 部 豊

は じめ に

本稿は,最 近中国大陸において公刊された,あ るいは新たに出土 した五代後
くり

晋時期の墓誌銘のうち,ソ グ ド人が中華世界において称 した彼 ら固有の漢風の

姓,い わゆる昭武姓(以 下,ソ グ ド姓)を 有する者たちの墓誌銘3点 を取 り上

げ,そ れに訳註を付 し釈読を試みると同時に,従 来の文献史料に基づ く沙陀研

究および沙陀系王朝下のソグ ド系武人の研究に対 し,新 たな史料を提供するも

のである.

ところで,五 代王朝のうち,後 唐 ・後晋 ・後漢は明 らかにチュルク系の沙陀
　　ラ

と称された種族が樹立 した王朝であるが,こ れら沙陀系王朝の内には,少 なか

らぬソグ ド人あるいはソグ ド人と血縁的 ・文化的に関係を有する武人が存在 し

活動 していた.こ の事実は,唐 代の六州胡の動 きを分析 した小野川1942,pp.

213-218に よって明らかにされ,そ の後,Pulleyblank1952b,pp.341-347も,小

野川氏とは別個に突廠内に居たソグ ド人の足跡を追い,や はり六州胡の流れを
はラ

汲むソグ ド人が沙陀の中核に居たことを論証 している.さ らに近年では,茜

(1)五 代 時 期 の墓 誌 銘 の概 観 とそ の 所 収 書 籍 につ いて は,高 橋2000参 照.

(2)沙 陀 の 専 論 は 非 常 に 数 少 な く,岡 崎1945・1948・1951,傅1965,室 永1971a・

197ib・1974・1975,徐1987,李1991,王 義 康1995,焚2000,石 見2000な ど を 数 え

る 程度 で あ る.

(3)突 蕨 内 に集 団で 居 住 し,そ の 後 突 厭 の 唐 朝 へ の 帰順 と と もに,中 国 内地 へ 徒 居 した

ソ グ ド系 住 民 とそ の後 商 と考 え られ る六 州 胡 お よび そ の居 住 地 で あ る六 胡 州 につ い て

は,小 野 川1g42とPulleyblanM952bの 他 に は,プ ー リ ー ブ ラ ンク1952a,護1965,

趙 振 華1982,鉦1984,張 広 達1986,章1986,周 玉988,王 北 辰1992,森 部1998,王

義 康1998,劉1998,PP.63-70,栄1999,PP.60-62を 参 照.
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1992,徐1993,王 義康1997と いった中国の学者によって沙陀系王朝下のソグ ド

人の活動が対象にされ,文 献史料 を利用 した研究成果が発表 されている.

しか し,50年 代以前の研究はともかく,最 近の研究においても墓誌銘など石

刻史料の利用がなされていないのが現状である.筆 者はかつて,六 州胡の流れ

を汲むソグド系武人のうち,唐 後半期に河北地域(太行山脈以東,黄 河以北の地
くの

域)において節度使になった何弘敬の墓誌銘を釈読したが,五 代時期のソグ ド系
くらラ

武人に関する石刻史料は全 く利用されていない.あ まり注目されて来なかった
く　　

五代時期の石刻史料 を利用することは,今 後の課題 となろう.

本稿で紹介する安万金とその夫人何氏,そ して何君政の墓誌銘は,近 年,拓

本写真 として公刊 され,ま た釈文 も発表されているが,未 だ五代史研究,ソ グ
くリ

ド人の東方植民史研究に利用されていない ものである.さ らに墓誌銘文中に沙

陀系王朝下におけるソグ ド系聚落の存在を示唆する記述がある.こ の点,従 来

ほとんど注目されなかった10世 紀沙陀系王朝下のおけるソグ ド系聚落の実態に

関する重要な史料 ということができよう.

もとより,拓 本写真から判読できない文字があったり,文 体そのものが難解

であった りするなど問題点も少な くない.ま た筆者の能力の及ぼない点が多々

あることから,誌 文の解釈に大きな誤 りを犯 している可能性もある.こ の点,

大方の叱正 ・教示を願うものである.

1.安 万金墓誌銘

1935年6月29日,河 南省洛陽市北陳荘にて,後 述の 「夫人何氏墓誌銘」と

ともに出土.現 在,墓 誌原石は,河 南省洛陽古代芸術館(関 林)が所蔵すると言

(4)森 音β1997.

(5)沙 陀 に関する最 新の研 究成果であ る焚2000も 文献 史料 のみに よる ものである.

(6)同 様の ことは,沙 陀の研究 に もあては まるが,こ ち らは最近,石 見2000が 発表 さ

れ,今 後 石刻 史料 を利用 した沙陀研究 の端緒 が開かれた といえ よう.

(7)魏 晋南北 朝階唐時代の ソグ ド人の東方植民の情況 とその聚落 に関 しては,栄1999を

参照.
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われる.原 石はほぼ正方形で,縦59cln,横58cm.全 文31行,墓 誌題が35字

であるのを除 くと,1行 あたり最多32字 である.

墓誌拓本写真は,『洛陽出土歴代墓誌輯縄』(中国社会科学出版社,1991年,

p.724)お よび『階唐五代墓誌涯編』洛陽巻15(天 津古籍出版社,1991年,p.148)

においてはじめて公表された.後 に,『全唐文補遺』5(三 秦出版社,1998年,

pp.72-73.以 下 『補遺』5aと す)に 釈文が載せ られた.本 稿 は,比 較的鮮明な

『階唐五代墓誌涯編』所載の拓本写真を底本 とし,他 の2書 の拓本写真,『補遺』

5aの 釈文を参照 した.な お,墓 誌銘中の碑別字などについては,〔釈文〕〔訓読〕

〔注釈〕の見出 しでは旧体字に統一 し,そ れ以外では必要に応 じて旧字を使用す

るほかは通行字に改めた(以 下,夫 人何氏墓誌銘,何 君政墓誌銘 も同 じ).

〔釈 文〕

1音 故均州刺史光腺大夫検校司徒兼御史大夫上柱國開國男食邑三百戸安府君

墓誌

2前 衛州軍事衙推將仕郎試大理評事趙普撰井笈書

3蓋 聞天地之間人形爲貴方圓動静一像乾坤高縣日月以照臨大納江河而灌概

4七 星九曜五獄四時者　 公諦萬金字寳山其生也上稟於徳星其長也才包於

5六 藝弓開似月紛紛而射落妖星銀郷爲龍矯矯而劫廻瑞日勇能噌澆力可捜牛

6夜 思書行豹略始因於玄女左檎右縦龍翰元受於黄公昔從 武皇破黄巣

7而 定紫塞久権兵柄攣i愛日而滅妖星 明宗念以夙勲除受嚴州刺史憐其

8碩 徳特委魚符留伴飯於 天庭未許蹄於本郡再承 寵渥除受貝州

9刺 史百姓語其來暮 一人蔚其去思興農侃積之謡喧喧四海血寡衿孤之

10恵 謁語八紘清泰二年除受均州刺史露冤而六條清静審韓而千里榿康賞罰既

11行 閨境之軒邪黙窒恩威並布一方之疲弊箭蘇 曾諜徳昇銀青光緑大夫検校

12太 子賓客故鎭武馬軍指揮使索葛府刺史箭射九鳥聲震四海入陣而六鉤弓硬

13臨 戎而丈六文輕 租諄重胤銀青光緑大夫検校工部尚書静塞軍管内都游突

14使 索葛府刺史撫繧封彊四境之夜無吠犬薯除姦盗千里之杜絶兇渠 皇諄進
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15通 銀青光腺大央検校尚書右僕射守磨州別駕索葛府刺史長興二年贈司空正

16清 如水顯令轡於八紘恩恵如膏展験足於千里 批曹氏長興二年贈鹿邑縣太

17君 公印司空太君之愛子也 公本自稜契之苗喬也始因周平王治國六蕃來

18侵 將軍奮鍛一揮萬夫謄砕操父直指八表曇清 上族功勢乃命氏族焉 公印

19將 軍二千年後玄孫也 初索葛府刺史 遷馬軍左第二軍使 遷昭義軍左游

20突 馬軍指揮使 遷塞寧軍使 遷右先鋒指揮使 遷昭義軍衙隊指揮使 遷

21昭 義軍在城及守禦左右廟都指揮使 後除嚴州刺史前後指揮使七庭刺史三

22任 先婚何氏長興元年十月内封陳留縣君生男二人長元進内殿直銀青光緑大

23夫 検校國子祭酒兼御史中丞醗騎尉 次延超銀青光豫大夫検校左散常侍兼

24御 史大夫武騎尉護聖副兵馬使 女一人事 梁家 次室米氏生子一人元審

25前 索葛府刺史 次室王氏生子一人元福殿前承旨 次室張氏生子一人韓留

26次 室趙氏生女一人事 石家 公於天幅二年五月奉 宣令往西京請見

27任 刺史俸腺就便養老其年十月内忽榮寝疾善終於私第享年七十六於十一月

28戊 辰朔十七日甲申與陳留縣君遷耐干河南縣北郎山張楊里伯樂原禮也普明

29恭 姻姫幸沐 嘉招悪非黄絹之鉾獲刊翠現之上銘日

30生 我分天地銃我分二儀天生天熟天地之宜稗我七権兵柄荷尭雲之舗霞受予

31三 携郡印感舜日礒礒□由懸其 聖代不爲頓隔 明時北郎山上永表旋魔

〔訓 読〕

音の故均州刺史 ・光緑大夫 ・検校司徒 ・兼御史大夫 ・上柱國 ・開國男食邑三

百戸の安府君の墓誌.

前の衛州軍事衙推 ・將仕郎 ・試大理評事の趙普,撰 して井びに蒙書す.
たっ と

蓋 し聞 くならく,天 地の間,人 形 もて貴 しと爲すと.方 圓の動静,一 に乾坤
かたど か

を像 り,高 く日月を縣け以て照臨し,大 いに江河を納れ而 して灌概 し,七 星,

九曜,五 獄,四 時なる者なり.

公,諒 は萬金,字 は寳 山.其 の生 まるるや,上 は徳星を稟け,其 の長ず る

や,才 は六藝を包む.弓 を開けば月の似 くして,紛 紛 として妖星を射ち落し,
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つるぎ なげう いのこ か

銀を梛てば龍 と爲 りて,矯 矯 として瑞 日を劫　す.勇 は能く饒を囎み,力 は牛

を捜 くを可 とす.夜 に思ひ書に行ふ.豹 略は始め玄女 に因る.左 檎右縦す.龍
はじ

輻は元め黄公に受 く.昔,武 皇に從ひ黄巣を破 りて紫塞 を定む.久 しく兵柄 を
と かか お も っと

権 り,愛 日を攣げて妖星を滅ぼす.明 宗,念 ふに夙の勲を以てし,嚴 州刺史を
おく

除受す.其 の碩徳 を憐れみ,特 に魚符を委る.留 めて飯 を天庭に伴はしめ,未

だ本郡に蹄るを許 さず.再 び寵渥 を承け,貝 州刺史を除受せ らる.百 姓は其の
うた うれ

來暮 を認ひ,一 人は其の去思を蔚ふ.興 農{凧積の謡,四 海に喧喧たり.憧 寡衿
あいあい

孤の恵,八 紘に藷藷たり.清 泰二年,均 州刺史を除受せらる.露 冤して六條清
しつか のが

静たり.審 偉して千里憧康た り.賞 罰既に行はれ,闘 境の姿干邪,黙 に窺る.恩
ゆるやかに よみがへ

威並びに布かれ,一 方の疲弊,箭 に蘇る.

曾,諄:は 徳昇,銀 青光緑大夫 ・検校太子賓客 ・故鎭武馬軍指揮使 ・索葛府刺
い ふる つよ

史たり.箭 は九烏 を射,声 は四海を震はす.陣 に入 りては六鉤の弓硬 く,戎 に

臨んでは丈六の父輕 し.租,譲 は重胤,銀 青光緑大夫 ・検校工部尚書 ・静塞軍

管内都游突使 ・索葛府刺史た り.封 彊を撫繧 し,四 境の夜 に吠ゆる犬無 し.姦

盗を鶉除 し,千 里の兇渠を杜絶す.皇,譲 は進通,銀 青光緑大夫 ・検校尚書右

僕射 ・守雁州別駕 ・索葛府刺史た り.長 興二年,司 空を贈らる.正 清たること

水の如 し,令 碁を八紘に顯す.恩 恵は膏の如し,騨 足 を千里に展 く.姓 は曹氏

なり.長 興二年,鹿 邑縣太君を贈らる.公,印 ち司空 ・太君の愛子なり.
よ

公,本 自り稜契の苗商なり.始 め周の平王国を治め,六 蕃來侵するや,將 軍
ふる ふる

鍛を奮ふに一たび揮へば,萬 美謄砕 し,文 を操 り直指せば,入 表曇清たるに因
あらは

り,上,功 螢を施 し,乃 ち命 じて氏族 とす.公,即 ち將軍二千年後の玄孫な

り.初 め索葛府刺史,馬 軍左 第二軍使に遷 り,昭 義軍左游突馬軍指揮使に遷

り,塞 寧軍使に遷 り,右 先鋒指揮使に遷 り,昭 義軍衙隊指揮使 に遷り,昭 義軍

在城及び守禦左右廟都指揮使に遷る.後 に嚴州刺史に除せらる。前後,指 揮使

たること七庭,刺 史たること三任.

先 に何氏 と婚す.長 興元年十月内,陳 留縣君 に封ぜ らる.男 二人を生む.

長,元 進,内 殿直 ・銀青光緑大夫 ・検校國子祭酒 ・兼御史中丞 ・駐騎尉な り.
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次,延 超,銀 青光緑大夫 ・検校左散常侍 ・兼御史大夫 ・武騎尉 ・護聖副兵馬使

な り.女 一人,梁 家に事ふ.次 室,米 氏,子 一人を生む.元 審,前 の索葛府刺

史な り.次 室,王 氏,子 一人を生む.元 福,殿 前承旨な り.次 室,張 氏,子 一

人を生む.韓 留.次 室,趙 氏,女 一人を生む.石 家に事ふ.

公,天 福二年五月,宣 令を奉 じ西京 に往 き,請 見 し刺史に任ぜ られ,俸 緑 も
たちま まと

て便に就きて養老す.其 の年十月内,忽 ち寝疾 を榮ひ,善 く私第において終わ

る.享 年七十六.十 一月戊辰朔十七日甲申,陳 留縣君と与に河南縣北邨山張楊
うつ

里伯樂原に遷 し耐す.禮 なり.普,姻 姫に切恭 し,幸 ひにして嘉招に沐す.黄
は すいびん う

絹の弊に非 ざるを葱つるも,翠 璃の上に刊するを獲.銘 に曰く.
そだ

我を生みたるは天地,我 を銃つるは二儀.天 生天窯は,天 地の宜な り.我 を
と し にな たずさ

して七たび兵柄 を権 ら偉め,尭 雲の霧舘たるを荷ふ.予 をして三たび郡印を携
なお おも

ふを受け しめ,舜 日の礒礒たるを感ず.□ 由其の聖代を懸ふがごとし,爲 はざ
には

りき,頓 かに明時と隔つとは.北 郎山の上,永 く施鷹を表わさん.

〔試 訳〕

晋の故均州刺史 ・光禄大夫 ・椥 交司徒 ・兼御史大夫 ・上柱国 ・開国男 ・食邑

三百戸である安府君の墓誌.

前の衛州軍事衙推 ・将仕郎 ・試大理評事の趙普が撰 し,な らびに蒙書す.

そもそも聞くところでは,天 地の間で,最 も貴い存在 は人間である.天 地の

動静は,す べて乾坤の動 きに従い,高 く太陽と月をかかげて四方を照 らし,大

いに長江や黄河を引き入れて潤 し,七 星,九 曜,五 獄,四 季のようである。

公は,誰 は万金,字 は宝山という.彼 が誕生 した際,天 にはめでたいしるし

の星を受け,成 長するにおよんで,そ の能力は六芸に包まれた.弓 を引けば満

月のようであり,数 多 くの矢は災いの前兆である彗星を射ち落とすかのごとく
つるぎ

して,劔 を目標めがけて投げつければ竜のようであり,武 勇に優れて力ず くで
いのこ か

めでたい太陽を取 り戻すかのごときであった.そ の勇ましさは滋を噛むことが

でき,そ の力は牛を捜 くことができるほどであった.夜 に思索 し,昼 には行動
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した.戦 略は始め九天玄女に因った.左 右に虜に した り赦 した りした.兵 法は

はじめ黄帝に受けた.そ の昔,武 皇李克用に従って黄巣を破 り,河 東北部の長

城ラインの地を平定 した.長 期間にわたって兵権 をとり,恩 徳をかかげて災い

の前兆を滅ぼ した.後 唐の明宗は,そ れまでの功績を考えて,厳 州刺史を授け

た.そ の りっぱな徳を愛で,特 に州刺史の印である割符を贈 り,宮 廷に留めて

寝食を共にし,本 籍地に帰 ることを許さなかった.再 び寵愛をうけ,貝 州刺史

を授 けられた.貝 州の人々は彼の来ることの遅 きを歌い,天 子(明 宗)は 彼が

去ったことを憂えた.農 業 を興 し武事をやめて殖産に従事する歌が,四 海にさ

わがしいほどであった.寡 婦や孤児 を救済するという恵は,領 域の隅々まで盛

んであった.後 唐 ・廃帝の清泰二年(935),均 州刺史を授けられた.皇 帝の恩寵

を受け,地 方での行政は清廉なものであった.民 衆に近寄った清廉な政治が行

われ,遠 くまで楽 しみが行き届いた.賞 罰が行われるや,管 内全域のよこしま

な者 どもはひっそ りと姿を隠した.恩 恵と威光がともに広がると,そ の地方の

疲弊はゆるやかに蘇った.

曽祖父は,諦 は徳昇 といい,銀 青光禄大失 ・検校太子賓客 ・故鎮武(振武?)

馬軍指揮使 ・索葛府刺史であった.伝 説上の穽が9つ の太陽を射ち落としたの

と同様に弓の名手で,そ の名声は四海に鳴り響いていた.軍 陣に入れば六鉤

(約46kg)の 重 さのもので引 くことのできる強弓を扱い,従 軍するにおよん

では一丈六尺(約5m)も ある父 を軽々とあつかった.祖 父は,誰 は重胤 とい

い,銀 青光禄大夫 ・検校工部尚書 ・静塞軍管内都游突使 ・索葛府刺史であっ

た.境 域内を安ん じ定めたので,夜 に吠える犬がいな くな り,姦 盗を退治した

ため,遠 くまで凶悪な者はいな くなった.父 は,韓 は進通といい,銀 青光禄大

央 ・検校尚書右僕射 ・守応州別駕 ・索葛府刺史であった.後 唐 ・明宗の長興二

年(931),司 空を贈 られた.そ の正 しく清いことは水のようであ り,誉 を天地の

果てまで表彰された.

その恩恵は肉の脂が染み入るように潤 し,そ の優れた才能は遠くまで発揮 さ

れた.母 は曹氏である.長 興二年,鹿 邑県太君を贈 られた.公 は,す なわち司
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空と太君の愛子である.

公は,も ともと稜 と契の後商である.そ の昔,周 の平王が国を統治し,西 方

の異民族が侵攻 してくるや,将 軍が剣 を持上げ一たび振 りまわせば,多 くの

人々は驚き催れ,文 を操 り真っ直 ぐに突進すれば,全 世界は安らかに清 くおさ

まったことにより,天 子 はその功労を表彰し,そ こで命 じて(安 という)氏 族

(名)を授けた.公 はすなわちこの将軍の二千年後の玄孫である.当 初は索葛府

刺史であった.そ の後,馬 軍左第二軍使に遷 り,昭 義軍左游突馬軍指揮使に遷

り,塞 寧(寧 塞?)軍 使に遷 り,右 先鋒指揮使に遷 り,昭 義軍衙隊指揮使に遷

り,昭 義軍在城及守禦左右廟都指揮使に遷った.後 に厳州刺史を授けられた.

前後指揮使を7度,刺 史を3回 任 された.

先に何氏と結婚 した.(夫 人の何氏 は)長興元年(930)十 月中に陳留県君に封

ぜられた.男 二人を生んだ.嫡 男の元進は,内 殿直 ・銀青光禄大夫 ・検校国子

祭酒 ・兼御史中丞 ・驕騎尉である.次 の延超は,銀 青光禄大夫 ・検校左散(騎)

常侍 ・兼御史大夫 ・武騎尉 ・護聖副兵馬使である.娘 が一人お り,梁 氏に嫁い

だ.次 室は米氏で,子 一人を生んだ.元 審 といい,前 の索葛府刺史である.次

室は王氏で,子 一人を生んだ.元 福は,殿 前承旨である.次 室は張氏で,子 一

人を生んだ.韓 留 という.次 室は趙氏で娘一人を生んだ.石 氏に嫁いだ.

公は,天 福二年(937)五 月,宣 令 を奉 じて洛陽に行き(後晋高祖 と)会 うこと

を請い,(再 び)刺 史に任ぜ られ俸禄をもって老後の静養にあてた.そ の年(天

福四年)の 十月中に,急 に病気に見舞われ,自 宅で亡 くなった.享 年76歳 で

あった.(天 福四年)十 一月戊辰朔,十 七日甲申の日に,夫 人の陳留県君何氏と

ともに河南県北郎山の張楊里伯楽原に移 して合葬 した.礼 に適っている.

私,趙 普はかたじけなくも(安万金 と)姻戚関係に連なり,幸 いに(墓 誌文を

撰述するという)めでたい招きを受けた.絶 妙な文章でないことを恥じるものだ

が,こ の美 しい石の上に字を刻することができた.銘 に言 う.

私を生 じたるは天地,育 てたるも天地(二儀).万 物が生じ滅んでい くのは,

天地の理である.私 に軍事を担わせること7度,州 刺史を授けること3回.発
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雲がたなびき,舜 日が光 さす様な平和 な世の中 となった.□ 今上の御代 を恋

慕っていたのに,急 にこの良く治 まった世から離れるとは思わなかった.北 部

山の上 において,永 遠にその武将 としての軍歴を表わさん.

〔注 釈〕

1・1・1f均州刺史」:均 州は漢江(漢 水)沿 いに置かれていた州.現 在の湖北省

丹江ロ市にあたる.刺 史は,唐 制では本来民政を掌るのみの州の長官.し か

し,8世 紀半ばに起 きた安史の乱以降,中 国各地に節度使などを中心 とする藩

鎮が置かれると,藩 鎮管轄内にあった州にも軍が設置されるようになり,刺 史

がその軍事権を握るようになる.さ らに五代では州の軍事化,藩 鎮化が一層促

進 され,刺 史は民政に携わるほか,「使持節某州諸軍事」の肩書 きを帯び,軍 政

をも司る長官 となった.〔注釈〕2・2・2参照.

1・1・2「検校司徒 ・兼御史大央」:そ れぞれ検校官,兼 官という.趙 普の肩書き

に見える「試大理評事」を試官といい,こ れらは本来品階を持たない令外の官で

ある使職 とその僚佐が帯びたものである.唐 代半ばの安史の乱以降,財 政難か

ら勲爵位階を濫発 し,臣 下の功を酬わんとする風が生じ,さ らに唐末五代 には
　きラ

その傾向は一層甚だ しくなったといわれる.五 代時期の検校官 ・兼官 ・試官は

名目的な肩書 きにすぎない.た だ,検 校官 ・兼官 ・試官 は無秩序 に職事官名を

帯びたわけでな く,そ れぞれに一定の秩序を有していた.宋 代に確立したこれ
　の

らのス タイルは以下のとおり.

① 検佼官:太 師,太 尉,太 傅,太 保,司 徒,司 空,左 僕射,右 僕射,吏 部尚

書,兵 部尚書,戸 部尚書,刑 部尚書,礼 部尚書,工 部尚書,左 散騎常侍,右 散

騎常侍,太 子賓客,国 子祭酒,水 部員外郎の19官.

② 兼官:御 史大夫,侍 御史,殿 中侍御史,監 察御史の4憲 官(御 史台の官を

憲官 という).

(8)日 野1938,p.507.

(9)『 宋 史 』巻169,職 官 志9,pp,4062-4064;『 宋 史 」巻170,職 官 志10,p.4077.
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③ 試 官:大 理 司直,大 理 評 事,秘 書 省校 書 郎,正 字,寺 ・監 の 主 簿,助 教.

1・1・3「安 府 君 」:安 姓 は,中 央 ア ジ ア の ブハ ラ(安 国)出 身 の ソ グ ド人 が,中

ほの

国において称 したソグド姓の一つ.

1・2・1「衛州軍事衙推」:衛 州は現在の河南省汲県に治所を置いた州.「衙推」と

は,本 来,節 度使 ・観察使 ・団練使に属 した下級の幕職官であ り,ま た州刺史
ロ の

が使職を兼任 した際, .「州衙推,軍 衙推」を置 くことがで きた.誌 文の衛州軍事

衙推は,そ の名か ら衛州刺史に属 した下級幕職官である.上 述のごとく,本 来

民政長官であった州刺史は,8世 紀半ば頃より「使持節某州諸軍事」の肩書 きを

もって軍政にも携わるようになる.そ して州ごとに「州院」とは別系統の「軍院」

が設置され,軍 将 とともに幕職官が置かれた.「軍事衙推」は唐代半ばから出現
く ユ 　ラ

する,こ の州の 「軍院」に所属 した幕職宮であろう.た だ,具 体的な職掌は不

萌1)

1・2・2「趙普」:趙 普は,『宋史』巻256,pp.8931-8941に 立伝 されているが,

本墓誌撰者の趙普 と同一人物かは確定で きない.同 伝によると,本 籍は幽州葡

県(現 在の北京市)で あるが,後 唐時期,父 の代に洛陽に徒居 している.趙 普は

北宋の淳化三年(992)に71歳 で亡 くなってお り,安 万金墓誌銘は天福四年

(939)に 撰述 されたものであるから,も し『宋史』の趙普が本墓誌銘の撰者 と同

一人物であるならば
,18歳 の時の作品ということになる.た だ,『宋史』には衛

州軍事衙推 となった記録は見当たらない.ま た,本 墓誌の記述か ら墓主の安万

金の側室の一人が趙氏であり,こ の趙普 と血縁的に非常に近い者であることが

うかがえるが(〔注釈〕1・28・2参照),『宋史』にはこれに関する記述 も見えない.

(10)特 に階 唐 時代 の 涼州 に 居 た 安 姓 に つ い て は,呉1997参 照.

(11)『 新 唐 書 」巻49下,百 官 志4下,pp.1309-1310,p.1318.

(12)厳1969,pp.167-168.

(13)渡 邊 孝 氏 は,衙 推 の職 掌 を 刑獄 ・監 察 を司 る よ う な もの で は な いか と推 測 され て

い る.筆 者 に示 され た そ の典 拠 は,「 唐 故定 州 司倉 参 軍 東 郷 府君 夫 人魯 郡 夏 氏 墓 誌銘 井

序 」に見 え る 「次 は 渕 と 日ふ 。 嘗 て 衙 推 を典 り,夏 台 に職 る」(『全 唐 文 補 遺 』6,三 秦

出版 社,1999年,p.167)で あ る.「 夏 台 」は夏 の 時代 の獄 名 で,後 世,刑 獄 を指 し た

語 と思 わ れ る.
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1・3・1「方 圓」:「圓」は 「員 」と も作 る.天 地 の 問 の 意 味.古 代 中 国で は地 は四

角(=方),天 は丸 く(=圓)と 考 え られ て い た.沈 約 「郊 居 賦 」(『梁 書 』巻13,沈

約 伝,p.239)に 「方 員 を 羅 して綺 錯 た り,海 陸 を窮 して兼 薦 た り」 とあ る.

1・3-2「高 縣 日月 以 照 臨」:「高 縣 」は「高 懸 」と同 じ.高 くか か げ るの 意 味.「 照

臨」は高 い と ころ か ら四方 を照 らす こ と.転 じて,王 が天 下 よ く統 治す る こ とも

意 味 す る.『 詩 経 』小 雅 ・小 明(巻13之1,22葉a-b)に,「 明 明 た る上 天,下

土 を照 臨 す 」とみ え る.

1・4・1「九曜 」:七 曜,す な わ ち現 代風 に言 え ば 日,月,火,水,木,金,土 の

7つ の星 に,本 来 中 国 に は無 く,イ ン ドか ら伝 来 した 羅喉(Rahu)と 計 都(KetU)

く　の

の2星 を加 え,九 曜 と称 した とい う.別 の 解釈 で は 、北 斗七 星 とそ れ を輔 佐す

る2つ の 星 を合 わせ た9つ の星 を指 す.『 通 玄 真 経 』(『文 子 』)九守(巻3,1葉

b,四 部 叢 刊 三 篇)に,「 天 に四 時 ・五 行 ・九 解(曜)・ 三 百 六 十 日あ り」 と見 え

る.

14-2「 徳 星 」:め で た い しる しの 星.古 代 中 国 で は,有 道 の 国 に現 れ る と認 識

され て い た.

1・5・1「六 藝 」:古 代 中 国上 流 階 級 の教 養 と され た6種 の 技 芸.礼 ・楽 ・射 ・御

(馬 車 に乗 る技)・ 書 ・数 を指 す.『 周 礼 』地 官 ・司徒 ・大 司 徒(巻10,24葉b)

に,「 郷 の 三物 を以 て万 民 に教 え て之 を賓 興 す.… … 三 に 曰 く,六 芸,礼 ・楽 ・

射 ・御 ・書 ・数 な り」とあ る.ま た,儒 教 の 六経 も指 す が,こ こで は前 者 で 解釈

して お く.

1-5-2「 紛 紛 」:数 が 多 く,次 々 と,と い う意 味.

1・5・3「妖 星 」:彗 星 を指 す.古 代 中 国 で は 天 災 ・天 下 大 乱 の前 兆 と して出 現 す

る と考 え られ て い た.

1・5・4「鋤 鄭」:「銀 」は 「剣 」に 同 じ.「 郷 」は な げ うつ.目 標 をめ が け て な げつ

け る こ と.

1・5-5「矯 矯 而 劫 廻 瑞 日」:「矯 矯 」は武 勇 に優 れ た様.「 劫 廻 」は 「劫 回 」「谷口回」

(14)桑 原1926,pp.300-303,お よ び 藪 内1990,p.183参 照.
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とほぼ同じ.た だ,こ こでは「劫」が圧力を加えて相手を後ずさりさせること,

おびやかすの意,「廻」が 「回」に通 じ,も との場所 にもどすことから,武 力を

もって取 り戻す という意味に解 した.「 瑞 日」はめでたい太陽の意.唐 ・広宣

「早秋降誕 日献寿二首応制」(『文苑英華』巻178,7葉b)に,「 殿:を続 りて祥風
おほ

起ち,空 を当ひて瑞日懸る」と見える.

1・5・6「勇能噛饒力可捜牛」:安万金の勇敢 さ,力 の強さを賛美した文.「麓」は

豚のこ と.豚 を噛むことと勇 ましさの関係は不詳.吉 田豊氏のご教示によれ

ば,イ ラン世界においては,野 生の猪は勇猛 さの象徴であるという(ボ イス

1979,p.16).古 代中国語には出典が見当たらないこの表現は,安 万金がソグド

系であることを考えると,あ るいはイラン世界の認識を間接的に受けた表現と

言えるかもしれないが,両 者の関係の有無については不明である。

1・6・1「豹略始因於玄女……龍輻元受於黄公」:「玄女」は伝説上の天上の神女.

古代中国伝説上の帝王である黄帝に兵法を授け,量 尤を征服 したという.そ の

黄帝が 「黄公」である.『史記』巻1,五 帝本紀の 「而量尤最為暴,莫 能伐」に,

張守節の「正義」が「竜魚河図」を引いて付 した注(p.4)に,「 黄帝摂政するや,

量尤の兄弟八十一人有 り,並 びに獣身人語,銅 頭鉄額にして,沙 石子を食ひ,-

兵侯 ・刀戟 ・大弩を造立 し,威 は天下に振ひ,諜 殺すること無道にして,慈 仁

たらず.万 民,黄 帝をして天子の事を行はしめんと欲す.黄 帝,仁 義を以て量

尤を禁止する能はず,乃 ち天を仰 ぎて歎ず.天,玄 女を遣 りて黄帝に兵信神符

を下授 し,量 尤を制伏せ しむ.帝 因りて之をして兵を主 らしめ,以 て八方を制

す」と見える.ま た,唐 ・楊燗 「唐右将軍魏哲神道碑」(『楊盈川集』巻8,8葉

b,四 部叢刊初編)に,「 兵鈴を索隠するは,玄 女黄公の法な り」と見 える.「豹

略」は 『六輻』の中に 「豹輻」の一篇があり,後 に 「豹略」の語で兵法戦略を意味

するようになった.「竜翰」も同じく『六翰』中の一篇で,兵 法戦略を意味する.

当該墓誌 とほぼ同時期の頃に,「豹略」「竜輻」を対で使用する傾向が見 られる.

後蜀 ・何光遠 『鑑戒録』巻2,判 木爽(叢 書集成初編,p.ll)に,「 蓋 し深 く豹略

を明かにし,精 しく竜輪を究むるを以てす」と見える.

(12)



1・6・2F武皇」:後唐太祖の李克用のこと.唐 の大中十年(856)生 まれ,天 祐五

年(908)没.享 年53歳.そ の存命中は,後 梁朱全忠 との抗争にあけくれ,唐 の

正朔 を奉 じ,晋 王を称 した.息 子の李存鰯が後梁を滅ぼし,帝 位に就 くや(後

唐 ・荘宗),晋 王李克用を武皇帝とし,廟 号を太祖 とした.『旧五代史』巻29,

唐書 ・荘宗本紀,同 光元年閏四月条(p.404)に,「 皇考河東節度使 ・太師 ・中書

令 ・晋王 を追尊 し武皇帝 と為し,廟 号太祖なり」とある.

1・6-3「黄巣」:生年不詳,884年 没.唐 朝を実質的に滅亡へ追いやったいわゆ

る黄巣の乱(乾 符二年(875)～ 中和四年(884))の 首謀者の一人。李克用(武 皇)

が唐朝の詔を受け,黄 巣の乱討伐に加わった時期は,中 和二年(882)十 一月頃
ロ らラ

であ り,翌 年にかけて黄巣軍と戦闘を行い,中 和三年(883)に 長安を黄巣軍か

らとりもどしている.最 終的に黄巣の乱が鎮定するのは,中 和四年(884)で あ

る.

1-7・1「紫塞」:長城 を指す.『太平簑宇記』巻49,河 東道10,雲 州雲中県条(台

北 ・文海出版社影印本,1963年,12葉b)に,「 紫塞長城.翼 州図に云ふ.大

同以西,紫 河以東,横 に亘 りて東は褐石に至 り,綿 亘千里たり.崔 豹の古今注

にいふ,秦 漢の築 く所の長城は,土 の色皆紫たり,故 に紫塞 と称せ らる」とあ
ロ の

る.李 克用が黄巣の乱中,鷹 門節度使(会 府は代州膓門県)に任 じられ,乱 が一
　ユ ア　

応の終息をみた後,河 東節度使(会 府は太原)に任 じられたことを踏 まえるなら

ば,誌 文の 「紫塞」は長城全てを指すのでなく,狭 義には河東(現 山西省)北 部

の旧長城を挟む南北の両地域(代 州 ・朔州 ・蔚州および雲州)を指 し,広 義には

太原以北の河東地域を指す ものと解釈できる.

1・7・2「久権兵柄摯愛 日」:「権」は「乗」に同じで,つ かさどるの意.「兵柄」と

「愛 日」の間の字は,判 読 しづ らい.『補遺』5aで は「摯」とす る.「摯」の原義は

手に力を入れて物 を持上げること.さ さげる,か かげるの意味である.「愛日」

(15)『 資 治 通 鑑 』巻255,僖 宗 ・中和 二 年 十 一 月 条,p.8277.

(16)r資 治 通 鑑 」巻255,僖 宗 ・中和 二 年 十 二 月 条,p.8283.

(17)『 資 治 通 鑑 』巻255,僖 宗 ・中 和 三 年 七 月条,p.8297.
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の第一義は,日 時を惜 しむの意.第 二義は,冬 の日の意.そ こか ら転 じて恩徳
ほ の

の喩えともなった.こ の句の全体の意味としては,長 期 にわたり軍事に携わ

り,日 時を惜 しんで戦に参加 し敵を征伐 した,と いう意味にとれそうだが,す

ると「肇」字の釈文 に疑問が残る.こ こは『補遺』5aに 従い「摯愛 日」とし,皇

帝の恩徳をかかげながら敵の征伐 にあたった,と い う意味に解 してお く.

1-7・3「明宗」:後唐の第2代 目の皇帝で,名 は李嗣源.五 代時期においては,

後周の世宗と共に名君と称せられる.成 通入年(867),応 州金城県(現 在の山西

省応県)に 生 まれる.天 成元年(925)四 月,帝 位に即 く.長 興四年(933)十 一月

没.享 年67才.『 旧五代史』巻35,唐 書 ・明宗本紀(p.481)に,「 明宗聖徳和

武欽孝皇帝,誰 は豊,初 めの名は嗣源,即 位するに及び,今 の誰 に改む,代 北

の人なり」と見える.明 宗 はチュルク系の習俗を保持 していたと言われる.岡

崎1945・1948参 照.

1・74「嚴州」:現在の広西壮族自治区南寧市の東北約140㎞ にある来賓にあた

る.後 唐の時代(923-936),厳 州は楚あるいは南漢の領域であったから,「嚴州

刺史」は実際には任地には赴任 しない遥領である.

1・8・1「委魚符」:こ の 「魚符」は,銅 魚符あるいは随身魚符を指す と考えられ

る.唐 制では,銅 魚符は銅製の鯉の形をした割符で,用 途により,兵 を発する

場合の符(発兵符),門 を開門する際の符(門符),州 刺史など地方長官交替の際

に勘合するための符(州 符)に分類できる.随 身魚符は,本 来,玉 製(太子)・ 金

製(親王)・ 銅製(庶官)の もので,官 人の身分を明らかにし,徴 召の際に本人で

あることを証明するもの.三 品以上は金色の飾 り綜の袋(金 魚袋),五 品以上は

銀色の飾 り綜の袋(銀 魚袋)に 入れて携帯 した.唐 制では垂換二年(686)よ り

州刺史は銅魚符と随身魚符の両者を帯びることと'なったが,開 元年間には服飾
ロ の

の一部と化 していた.墓 主の安万金は厳州刺史に任ぜられ,る以前,禁 軍あるい

(18)「 愛 日」を もっ て恩 徳 の喩 え とす る の は,r漢 語 大 詞 典 』7(漢 語 大 詞 典 出 版 社,1991

年,pp.632-633)の 新解 釈 で あ る.引 用 史 料 の 読 み に は疑 問 もあ るが,一 応 こ こ で は こ

の 解 釈 に従 っ て お く.

(19)唐 代 魚 符 につ い て は,布 目1962,pp.5-17参 照,

(14)



は昭義節度使下の軍将を歴任 したことが誌文後文に見える.墓 主安万金の卒年

は,誌 文では天福二年(937)と 読めるが,お そらく天福匹1年(939)が 正 しい卒

年であることから(〔注釈〕1・27。1参照),生 年は唐 ・欝宗の成通五年(864)と な

る.そ の軍人一筋 として活動 してきた安万金が軍将か ら刺史職への栄転を果た

したのは,後 唐 ・明宗時期(925-933年)で あるか ら,62歳 から70歳 の間のこ

ととなる.誌 文の「魚符」が銅魚符を指すのか,随 身魚符を指すのか判然 としな

いが,お そらくこの時点で実質上五品以上の官人に相当する待遇を受けること

とな り,そ の意味での 「魚符」(随身魚符)を 賜ったと考えたい.「委」は贈るの

意味.

1・8・2「留伴飯於天庭」:「伴飯」は「伴食」と同 じ.「伴食」の原義は,お 供をし

て食事をすること.転 じて官にあって無能な者を指す語 となった,し か し,墓

誌銘中で墓主 を誹諺す ることは考えられないので,厳 州刺史には任 じられた

が,実 際は任地へ赴かないで,中 央朝廷に留まったという意であろう.

1・8・3「寵渥」:皇 帝の寵愛 と恩沢.

1・8・4「貝州」:現 在の河北省清河県.唐 代か ら五代後晋の初め,天 福三年

(938)十 一月までは,い わゆる 「河朔の三鎮」の一つである藩鎮魏博の支郡で
　　の

あった.す なわち,安 万金が貝州刺史に着任 した時,魏 博節度使の管轄下に

あったこととなる.

1・9・1「來暮」:こ の語の出典は 『後漢書』巻31,廉 萢伝(p,1103)に,「 建初中

に,蜀 郡の太守に遷る.… …成都の民物豊盛なるも,邑 宇側らに逼る.旧 制に

民の夜作するを禁 じ,以 て火実を防 ぐも,而 るに更に相隠蔽 し,焼 く者日ごと

属 く.萢,乃 ち先令を殿削 し,但 だ厳 しく水を儲へ しむるのみ.百 姓,便 と為

し,乃 ち之を歌ひて曰 く.廉 叔度,来 る も何ぞ暮きか.火 を禁ぜず,民,作 を

安んず.平 生儒無 し,今 五綺あ り」と見える.も っと早 く来て くれれば良かっ

た,来 るのが遅いという意味.後 に地方官の徳政を称える語にもなった.誌 文

では前者の意味に解 した.

(20)栗 原1988,pp.468-502.
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1・9・2「一人」:構 文上,前 の「百姓」と対 となってお り,天 子を意味する.『書

経』太甲 ・下の 「一人元良,万 邦以貞」に対する孔安国の 「伝」(巻8,23葉b)

に,「一人は,天 子な り」と注がある.ま た,誌 文では「一人」の前に3字 分の空

格があり,こ のことからも「一人」が皇帝を意味することが判明する.・

1・9・3「蔚」:「翻 に通 じ,憂 えるの意味.

1・9・4「去思」:人 が去った後にその人を慕 うこと.『漢書』巻86,何 武伝(p.

3485)に,「 吏を除せんと欲す ときは,先 に科例を為 し以て請託を防ぐ.其 の居

す所にも亦赫赫の名無 し,去 りて後に常に思はる」とあるのが典故.後 に地方官

が離職する際,そ の地方の士民が思い慕 うという意味にもなるが,誌 文では天

子(明 宗)が 墓主(安 万金)の 地方官への転出後,彼 を思い慕ったという意味で

あろう.

1・9・5「興農侃積」:「興農」は農業を興す こと.「侃積」は刀を侃びるのをやめ

牛を飼うことか ら,武 事をやめて殖産に従事すること,官 を辞めて農事に務め

る意味.

1・10・1「i蕩藷八紘」:「八紘」は八方の極遠の地を指す言葉.『 潅南子』墜形訓

(『准南鴻烈集解』,中 華書局標点本,1989年,pp.136-138)に,「 九州の外,乃

ち八殖有 り,… …八殖の外,而 ち八紘あ り」とある.そ こから転じて全世界を意

味するようにもなった.「蕩謁」は盛んなさま.『広雅』巻6,釈 訓(叢 書集成初

編,1936年,pp.73-74)に,「 蕩藷とは,盛 んなり」とある.

1・10-2「露冤」:晋 ・陳寿 「益都書旧伝」(『説邪』弓58,上 海古籍出版社影印

本,1988年,p.2682)に,「 郭賀,荊 州刺史を拝す.明 帝巡狩 し南陽に到るや,

特に嵯嘆せ られ,賜 ふに三公の服,舗 繊旛冤を以てす.敷 して幡を去 り露冤せ

しめ,百 姓をして此の衣服を見せ しめ,以 て其の徳を彰す」と見える.行 政に功

績がある地方官に対 し,皇 帝の恩典が加えられることの典故.

1・10・3「六條」:前漢武帝の時,部 刺史が設置され,地 方官の監察を掌った.

この部刺史の監察は詔條 を奉 じてなされたが,そ の具体的内容が「六條問事」と

いわれるものである.後 に「六條」の語を以って,地 方における官吏を考察する

(16)



職務や職権,さ らには地方へ刺史として転出し,地 方行政に携わることも意味

するようになった.唐 代の用例では『旧唐書』巻20下,哀 帝本紀,天 祐二年五

月壬 申(pp.794-795)の 敷 に,「(左 僕射斐枢 ・右僕射崔遠)須 らく八座の栄を離
なほ とが

るべ し,尚 六条の政に付 し,勉 めて己を答むるを思ひ,人 を尤むるに至 ること

無かれ.枢 は朝散大夫 ・登州刺史を責授すべ し,遠 は朝散大夫 ・莱州刺史を責

授すべ し,便 ち発遣 し京より出 しめよ」とある.

1・10・4「春緯」:「蕎」は 「奏」に通ず.「 嚢偉」は 「嚢帷」と同 じ.〔注釈〕1・10-

2の 「露冤」と一緒に使われ,行 政に功績がある地方官に対 し,皇 帝の恩典が加

えられることの典故となった.ま た「襲帷」には,も うひとつ別の意味がある.

『後漢書』巻31,頁 綜伝(p,1112)に,「 時に黄巾新たに破れて,兵 凶の後,郡 県

敷を重 くして,因 縁姦 を生ず.詔 書 もて刺史 ・二千石を沙汰 し,更 に清能の吏

を選 し,乃 ち琢 を以て翼州刺史と為す.'旧 典に,伝 車鰺駕は,赤 き帷裳 を垂

れ,州 の界に迎ふ.踪,部 に之 くに及び,車 に升 り言ひて曰く,刺 史当に遠視

広聴 し,美 悪を糾察すべ し,何 ぞ反って帷裳 を垂 れ以て自ら掩塞する有 らん

や,と.乃 ち御者に命 じ之を簑す」と見え,官 吏が民衆に近づ き,清 廉な行政を

行うことの典故となった.誌 文の 「審偉」は後者の意味で解釈 しておく.

1・11・1「閾境」:「閾」は全ての意.「 閨境」は領域内すべての意味.

1・11・2「一一方」:あ る特定の地域,そ の地域という意味.『晋書』巻59,趙 王倫

伝(p.1602)に,「 時に斉王の問,河 間王の顧,成 都王の穎は並に強兵を擁 し,
おのおの

各 一 方 に拠 る」と あ る.

1・11・3「曾 誰:徳昇」:安 徳 昇 の名 は,管 見 の 限 り,編 纂 史 料,石 刻 史 料 に は見

えな い.

1・12・1「鎭 武 馬 軍 」:墓 主 安 万 金 の 生 没 年(864-939)を も と に,今,一 世 代 を

く　り

大体30年 で計算すると,曽 祖父安徳昇が没 したのは唐文宗の太和年間(827-

835)頃 と考えられる.太 和年間当時,「鎭武軍」の語は現存する編纂史料上確認

(21)桑 原1917,pp.597-600.

(17)



く　　ラ

できない.可 能性 としては,① 現在では記録に残 らない具体的位置や経歴不詳

の鎮武軍(馬 軍)の 存在,②(同 音異字による)撰 文の際の誤字,③(同 音異字

による)刻字の際の誤 りなどが考えられる.① については,こ れ以上考察する

ことは不可能であるから,こ こでは ② と③ の場合について可能性を提示 して

おきたい.こ の場合,墓 主関係者が河東北部に出自するらしいことと重ねあわ

せると,「振武」の誤 りではないか と推測される.ち なみに「鎮」と「振」とは,

現代中国語音では同音(zhen)で あ り,こ の2字 が同音になったのは,唐 から宋
く　の

の問である.両 字 を誤って記す例 として,南 宋慶元刊本 を影印した百柄本を底

本 とする中華書局の標点本 『新五代史』巻51,雑 伝 ・朱守股に 「同光二年,領 鎮 .

武軍節度使」(p.573)と あるが,他 の 『新五代 史』の版本や 『旧五代史』巻74,

唐書 ・朱守股伝では 「振武節度使」(p.971)と す る.ま た,百 柄本 『遼史』は元

末の補刻本や明初の翻刻本を集大成したものであるが,そ れを底本 とした中華

書局標点本 『遼史』巻21,道 宗本紀 ・清寧四年三月戊寅条に「募天徳 ・鎮武 ・東

勝等処勇捷者,籍 為軍」(p.256)と あるが,こ の「鎮武」も「振武」の誤 りである

と校訂 している.こ れら正史における誤字は後世(南 宋～明初)の誤刻であるか

ら,墓 誌銘作成時の後晋時期と同列に論 じることはできないが,「鎮」と「振」が

同音であるため,誤 りやすかったと考えられる.も し「振武」とすれば,振 武軍

節度使のこととなる.振 武軍節度使は,唐 代では単干大都護府(安北都護府.現

在の内モンゴル自治区和林各爾附近)を 会府とし,五 代初期に朔州(現在の山西

省朔県)に 会府を移 した藩鎮である.
く　の

1・12・2「指揮 使 」:一 軍 を 率 い る軍 将 名.誌 文 か ら推 測 す る限 りで は,安 徳 昇

(22)現 在確認で きる鎮 武軍の名は,後 晋 ・天福六年(g41),い わゆる十 国の うち現在の

福建省 にあった閲国の建州 に鎮安軍節度使 が置かれ,つ いで鎮 武軍 と改称 されたこ と

が,『 資治通鑑』巻282,後 晋 ・高祖 ・天福 六年正月条 にみ える.こ れ は明 らかに,誌

文の 「鎭武馬軍」とは合 致 しない.

(23)藤 堂1956,pp.195-201;藤 堂1980,pp。1571-1590;高 田1985,pp.76-79.

(24>指 揮使 に関 しては,周 藤1952,杜1995が あ るが,文 献 史料 のみか らの アプロー

チで,不 充分である.現 在,唐 末 ・五代 の軍職の変遷に精力 的に取 り組 んでいる渡邊

孝氏が,石 刻史料 をも駆使 した指揮使の研 究 を進めてお り,近 くその成果が発表 され

るとい う.本 稿 の指揮使 に関する記述 も,一 部渡邊氏 から教示 を受 けた.
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の肩書 きのうち,こ の「鎭武馬軍指揮使」が実職と思われる,た だ,安 徳昇が活

躍 していた中唐時期(770-835)に は指揮使の名称は編纂史料上現れず,黄 巣の

乱直前に見 えはじめ,晩 唐 ・五代 を通 じて定着 してい く.藩 鎮体制下の軍制

は,従 来,都 知兵馬使一 兵馬使 一 十将などからなる体系であったが,黄 巣の

乱前後を境 として都指揮使 一 指揮使 一 都頭(都 将)を 根幹 とする新 しい軍職
く　の

の体系に編成し直されていったといわれる.こ のように,指 揮使は従来の兵馬

使にとって代わった新 しい軍職である.安 徳昇はおそらく兵馬使クラスの職を

有していたのを,誌 文作成当時の職号であった指揮使の名称 をもって書 き換え

たものと考えられないだろうか,

1・12・3「索葛府刺史」:「索葛」はSoghdを 音転写 したもの.索 葛府に関しては

後述.

1・12-4「箭射九烏」:「九烏」は太陽のこと.伝 説時代,奔 なる弓の名手が,当

時10個 あった太陽のうち,9つ を射ち落 としたことを踏まえている.

1・12・5「六鉤弓」:六 鉤の重さのもので引 くことができるほどの強弓という意

味.『 春秋左氏伝』定公八年(巻55,11葉b)に,「 士皆坐列 して曰く,顔 高の

弓は六鈎なり,と 」と見える,周 代の一鉤は三十斤,六 鉤はすなわち百八十斤で
く　の

あ る.当 時 の 一 斤 は十 六 両,一 両 は16g.従 って 六 鉤 は約46kgに 相 当す る.

1・13・1「丈 六k」:「 丈 六 」は 一 丈 六 尺.唐 尺 で 計 算 す る と,約5m.

1・13・2「祖 詳 重 胤 」:安 重 胤 の 名 は,管 見 の 限 り,編 纂 史 料,石 刻 史料 に は見

え な い.

1・13・3「静 塞 軍 」:「静 塞 軍 」の 名 は,唐 五 代 時 期,編 纂 史 料 上,次 の よ うに現

れ る.

① 唐 代,萢 陽 節 度 使 下 の9軍 の うち,葡 州(現 在 の 河 北 省 葡 県)城 内 に置 か
く　の

れた 軍.

(25)渡 邊1994,p.80.

(26)鎌 田正 『春 秋 左 氏伝 』(明 治 書 院,薪 釈 漢 文 大 系,p.1685)の 注 に従 う.

(27)r通 典 』巻172,州 郡2,中 華 書 局標 点 本,1988年,p.4481;『 旧唐 書 』巻38,地

理 志2・ 萢 陽節 度 使,p.1387;『 新唐 書j巻39,地 理志3・ 葡 州 漁 陽 郡,p.1022.
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② 唐代,庭 州(北 庭都護府)輪 台県(現在の新彊 ウイグル自治区ウルムチ市西
く　ヨ　

南)に 置かれた軍.大 暦六年(771)に 設置されたことが確認できる.
く　　ラ

③ 五代後周,顕 徳元年(954)設 置の代州節度使の軍額。

墓主安万金の生没年から,祖 父の安重胤は9世 紀の人と推測できる.① とす

ると,朔 州管内にあったと思われる索葛府(第4節(1)参 照)を 本籍 としてい

る安万金の家系のうち,祖 父のみ河北で軍職に就いていたことになる,② の場
け の

合,9世 紀の庭州(北 庭都護府)は ウイグルの勢力下に置かれており,そ の時点

で唐朝が設置 した静塞軍が存続 していたかどうかは不明.仮 に存続 していても

その軍に安重胤が所属 していた可能性は低い.③ は,本 墓誌作成時(939=後

晋 ・天福四年)以 降設置されたものである.以 上から,可 能性としては① が妥

当と思われる.し かし敢えて憶測を交えて述べれば,誌 文の「静塞軍」は,現 在

記録に残っていない代州附近にあった軍号 と考えられないであろうか.曽 祖父

の安徳昇が 「振武」の誤記の可能性がある 「鎮武軍」の指揮使であったこと,父

の安進通が応州別駕であったこと,そ して代々河東北部の朔州にあったと思わ

れる索葛府の刺史を務めていたことなど,す べて代北 といわれる地域 と関係 し

ているからである.

1・13・4「都游突使」:「游突使」は斥候に従事する軍人.「通典』巻152,兵5・

守拒法附(中 華書局標点本,1988年,pp.3901-3902)に,「 游突は,軍 中より饒

果にして山川泉井 を諸んずる者を選びて充つ.常 に蜂 ・鋪 ・土河と与に計会 し

交牌 し,日 夕遷候す.亭 障の外に於いて,生 を捉ふれば事 を問ふ.其 の軍中の

虚実挙用,游 突の人をして知らしむること勿かれ.其 の副使 ・子将,並 びに久

しく軍行する人,騎 射を善 くする者を取 りて兼ねせ しむ」とある.「都游突使」

はそれらを束ねる軍職か.

(28)『 旧唐 書 』巻11,代 宗 本 紀,大 暦 六 年 九 月 戊 申,p.298;『 新唐 書 』巻40,地 理志4

北 庭 大 都 護 府,p.1047.

(29)『 旧 五 代 史 』巻114,周 書 ・世 宗 本 紀,顕 徳 元 年 五 月 丁 丑,p.1516.

(30)9世 紀 の 「西 域 」情 勢 に つ い て は森 安1979参 照.
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1・14・1「四境之夜無吠犬」:そ の地域が良く治まっている様を表現 したもの.

1・14・2「薯除姦盗」:「粁」は 「姦」.「鶉除」は消滅させること.

1・14・3「皇韓進通」:安 進通の名は,管 見の限 り,編 纂史料,石 刻史料には見

えない.

1・15・1「守磨州別駕」:「懸州」は現在の山西省応県.応 州の名は新旧『唐書』に

は見えない.『資治通鑑』巻266,後 梁太祖開平二年二月条(p.8690)に,「 又た

大同節度使を領 し,蔚 ・朔 ・応州を以て巡属 と為すを求む.」 と見え,唐 滅亡

(907年4月)の 翌年二月には,応 州はすで存在していたことが判明するから,

唐極末 ・五代極初に設置されたと考えられる.『五代会要』巻20,州 県望(p.

325),『 遼史』巻41,地 理志5(p.513)に その沿革 を記すが設置年代は記されて

いない.「別駕」は州の次官.唐 制によれば,別 駕の品階は上州の場合従四品
くヨリ

下,中 州で正五品下,下 州で従五品上である.応 州は明宗の天成四年(929)に
くヨ　ラ

望州 に昇格 しているが,そ れ以前のランクは不明.よ って安進通の時の応州別

駕の品階は不詳である.「守」とは,唐 制では職事官の品階が散官の品階より高
ぐヨヨラ

い場合,職 事官名の前 に「守」字を加え,そ の逆は「行」を加えた.し か し,安

進通の場合,銀 青光禄大夫で従三品の文散官を有 している.州 の別駕は上州の

場合でも従四品下なので,本 来なら 「銀青光緑大夫行鷹州別駕」とすべ きであ

る.〔注釈〕2・2・3に述べる「夫人何氏墓誌銘」における安万金の肩書 きも,同 様

の事例が見 られる.ま た,他 の事例では,「唐故定州義武軍節度随使歩軍都教練

使左横衝軍使西(下欠)使 銀青光禄大夫検校戸部尚書右監門衛大将軍守祁州刺史
くヨの

兼御史大夫上柱(下 欠)(某 楚墓誌銘)」がある.こ こでは,五 代の混乱時期には

一時的に「守」「行」の厳密な使用がなされなかった可能性があることを指摘する

に留めてお く.

1・16・1「験足」:原 義は駿馬の足.そ こから優れた才能を喩える語 となった.

(31)

(32)

(33)

(34)

『唐 六 典 』巻30,上 州 申 州 下 州 官 吏 条,中 華 書 局 標 点 本,1992年,pp.745-747.

『五 代 会 要 』巻20,州 県 望,上 海 古 籍 出 版社,1978年,p.325.

『旧 唐 書 』巻42,職 官 志1,p.1785.

『京 畿 家 墓 遺 文 』巻 下,26b,石 刻 史料 新 編18,新 文 豊 出版 公 司,1977年 所 収.
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1・16・2「批曹氏」:「批」は母のこと.対 が「考」.「曹氏」は,漢 人の姓であると

同時に,中 央アジアのカブーダン(曹国)出 身のソグ ド人が中国において称 した

ソグド姓のひとつでもある.

1・16・3「鹿邑縣太君」:「縣太君」は夫人の爵号のひとつ.唐 制では,『唐六典』

巻2,吏 部条 ・司封郎中 ・外命婦之制(p.39)に,「 五品,若 しくは勲官三品封

有 らば,母 ・妻は県君為 り.… …其の母の邑号,皆 「太」の字 を加ふ」とあり,

五代時期にもこの制度が引 き継がれたことは,『 五代会要』巻14,司 封条(p.

236)に 見える.「鹿邑」は毫州管内の県名.治 所は現在の河南省鹿邑県城の西,

約28㎞ ほどの試量郷鹿邑城村に比定 される(国 家文物局主編1中 国文物地図

集 ・河南分冊』,中 国地図出版社,1991年,p.432)が,こ の場合は雅号であ

る.

1・17・1「稜契之苗喬」二稜,契 ともに中国の伝説上の名臣.箋 ・舜に仕え,稜

は農業をつかさどって周の祖 となり,契 は教育をつかさどって股の祖 となった

という.

1・17・2「周平王」:周 の東遷で洛邑(洛 陽)に おいて即位 した平王のこと.

1・17・3「六蕃」:唐代から使用されはじめた語で,北 アジア系非漢族(中 にはイ

ラン系 も含むと思われる)の総称.「 旧唐書』巻200上,安 禄山伝(p.5367)に,

「長ずるに及び,六 蕃の語を解 し,互 市牙郎 と為る」という用例がある.誌 文で

は,周 の西方に居た周の系統に属さない「犬戎」を,「六蕃」という当時の言葉で

表現 した ものであろう.

1・18・1「萬夫謄砕」:「萬夫」は多 くの人.「謄砕」は,驚 き催れるさま.零 参

「赴腱為経竜閣道」(『琴嘉州詩』巻1,32葉b-33葉a,四 部叢刊初編)に,「 汗

流 して鳥道を出で,謄 砕 して竜渦を窺ふ」とみえる.

1・18・2「直指」:ま っす ぐに赴 くこと.

1-18・3「八表」:極 めて遠い場所を指す.顔 延年 「北使洛」(『文選』巻27,2葉

a,四 部叢刊初編)に,「 王猷は八表に升 り,嵯 行 くこと暮年に方 る」とある.

1・19・1「馬軍左第二軍使」:以 下,墓 主安万金の州刺史就任以前の軍職歴が述
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べ られる.「馬軍左第二軍使」には軍号が無い.以 下に出てくる「昭義軍」の語が

省略されたものか,あ るいは別の軍(可 能性 としては親軍)な のか判然 としな

い.こ こではとりあえず,昭 義軍とは別の馬軍 と解 しておきたい.「軍使」は,

五代においては中 ・下級の軍将ポス ト.五 代の軍職体系の専論はまだみられな

いが,渡 邊1994,pp.78-79に よる暫定的復元像を示せば,以 下のようになる.

都指揮使 一(左 右?)廟 指揮使一 指揮使一 副指揮使 一 軍使 ・都頭 一

副兵馬使 一 軍頭 ・十将

この位置は,五 代武将の経歴によってもある程度,裏 付けられる.今,い く

つか事例を示すと,
リ ヨ　

①張慶釧:左 右突騎軍使(後唐武皇 ・荘宗)→ 護駕親軍都指揮使(後唐明宗)
くヨ　ラ

②楊思権:控 鶴右第一軍使(後 梁)→ 右廟爽馬都指揮使(後 唐荘宗)
　ヨの

③ 陸思鐸:突 陣 ・操辰軍使 → 操辰左廟都指揮使(後 梁時)

とあり,と もに軍使から(都)指揮使に昇格 している.今,五 代軍制の最終的な

姿を北宋の禁軍の構成を事例にとって見てみると,次 の如 くである.ま ず軍額

を有する禁軍があ り,そ れは左右廟軍に分かれ,そ れぞれ都指揮使によって統

べられる.左 右廟の下には数個の軍があ り,こ こには都指揮使 ・都虞候が置か

れた.そ の軍は数個の指揮(軍 の単位)を統べ,各 指揮には指揮使 ・副指揮使が

置かれた.指 揮の下は都があり,都 ごとに軍使(歩軍は都頭 という)・副兵馬使
は おラ

(歩軍は副都頭 とい う)・十将 ・将虞侯 ・承局 ・押官が置かれていた.

1・19・2「昭義軍左游突馬軍指揮使」:「昭義軍」とは潴州(現在の長治市)を 会府

とする藩鎮の軍額.も とは,大 暦元年(766)に,河 北南西部に位置 した安禄山

の残党を主体 とする相衛節度使に与えられた軍額であったが,大 暦十二年(777)

に,河 東南東部に位置 し,唐 朝の対河北防衛拠点であった沢潴節度使が相衛節

(35)『 旧 五代 史 』巻74,唐 書 ・張 慶 釧 伝,p,973.

(36)『 旧 五代 史 』巻88,晋 書 ・楊 思 権 伝,p.1152.

(37)『 旧 五代 史 』巻90,晋 書 ・陸 思 鐸 伝,p.1189.

(38)菊 池1956,p.54お よび 『宋 史 』巻187,兵 志1,p.4584参 照.
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ほの

度使を併合すると,軍 額 も潴州へ移 り,以 後,沢 潴節度使の軍額 となった.ち

なみに,唐 代の藩鎮昭義は,唐 末に再び河東側 と河北側 とに分裂するが,軍 額

は沢潴節度使が継承する.五 代時期 における昭義軍額の名称変遷は複雑であ

る.『五代会要』巻24,諸 道節度使軍額,p.383に も昭義軍額変遷の記述が見ら

れるが,や や簡潔である.今,栗 原1988,pp.678-698に よれば,① 昭義(唐 ・

建中元年～後梁 ・竜徳二年四月),② 安義(竜 徳二年四月～後唐 ・同光元年三

月),③ 匡義(後 唐 ・同光元年三月～同年十二月),④ 安義(後 唐 ・同光元年十

二月～長興元年三月),⑤ 昭義(後唐 ・長興元年三月～北宋 ・太平興国元年十月)

の5つ である.誌 文での呼称は,撰 文時期(天 福四年)の 呼称で統一したもので

あろう,「昭義軍左游突馬軍」という具体的軍名は,編 纂史料 には見えないが,

明らかに昭義節度使下のい くつかある軍の一つである.語 句の意味から判断す

ると,偵 察騎馬隊分隊というところであろうか.

1・20・1「塞寧軍使」:こ の軍名は編纂史料には見えず,具 体的な所在 ・規模な

ど不詳.あ るいは「寧塞軍」の誤 りかとも考えられる.「寧塞軍」とすれば,か つ
く　　　

て李嗣本が寧塞軍使になったことがあるが,い ずれにしても具体的位置などは

不詳.唐 代では,延 州(現在の陳西省延安市)を会府 としていた保塞軍節度使の
ロ け

軍額が,光 化元年(898)に 塞寧軍 と改められたが,こ の呼称 は唐末の極一時的
ほ 　ラ

なものであった.

1・20・2「右先鋒指揮使」1軍額を冠 しておらず,昭 義軍の所属ではない可能性

がある.「先鋒指揮使」の語は,『旧五代史』巻61,唐 書 ・安審通伝(p.816)に,

「審通,金 全の猶子なり.幼 くして荘宗に事へ,累 ねて戦功有 り,転 じて先鋒指

揮使た り.同 光の初め,北 京右廟馬軍都指揮使と為 り,奉 化軍に屯す」と見え

る.

1・20・3「昭義軍衙隊指揮使」:編纂史料中,「 昭義軍衙隊」の語は見えない.衙

(39)唐 代 の 藩 鎮 昭 義 軍 の 成 立 過 程 につ い て は森 部1994参 照.

(40)『 旧 五 代 史 』巻52,唐 書 ・李 嗣 本 伝,p.709.

(41)『 新 唐 書 』巻64,方 鎮 表1,p.1791.

(42)栗 原1988,PP.373-385。
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隊は衙軍のこと.劉 禺錫 「同楽天和微之深春」(『劉禺錫集箋謹』,上 海古籍出版

社,1989年,p,1097)に,「 節院,衙 隊を収め,毬 場,看 車を籏む」とみえる.

1・21・1「昭義軍在城及守禦左右廟都指揮使」:こ のポス トも編纂史料中には見

えない.昭 義節度使の会府であった瀦州城駐屯軍を率いる上級の軍将 と考えら

れる.

1・21・2「前後指揮使七虞」:「軍使」をも含めた上述の7つ の軍将ポス トを指 し

て 「指揮使七庭」と表現 している.

1・22・1「何氏」:安 万金夫人.次 節にて墓誌銘を紹介する.何 姓は,漢 人の姓

であると同時に,中 央アジアのクシャーニヤ(何国)出 身のソグ ド人が,中 国に

おいて名乗 ったソグ ド姓のひとつでもある.

1・22・2「陳留縣君」:県 君は婦人に与えられる爵の一つ.〔注釈〕1・16・3参照.

陳留は沐州管内の県名.現 在の河南省開封市の南.た だ,こ の場合は雅号であ

る.

1。22・3「長元進」:安 元進 は安万金と何氏夫人 との間の長男であり,庶 子を含

めた長子は後述の安元審である.

1・224「内殿直」:内 殿直と号する軍の存在は,後 唐廃帝の時(934-936)ま で

さかのぼることができる.『宋史』巻484,周 三臣伝 ・李笏(p.13970)に,「(李

筍)清 泰の初め,募 に応 じ内殿直と為 り,控 鶴指揮使に遷す」とある.殿 直とは
ぱ の

天子の宮殿あるいは藩鎮州県の庁堂 ・庁事に宿衛する意味で,「内殿直」の本義
く　の

は内廷に宿直し,天 子の身辺に奉仕する意味という.本 墓誌銘が撰述された後

晋 ・天福年間に「内殿直」が存在 していたことは,王 彦昇が後晋天福年間に内殿
く　の

直に転 じていることから確認できる.後 に,後 周世宗が禁軍を改革した際,従

来の侍衛親軍を牽制するために設置 した殿前諸班の一つの軍名 となる.

1・23・1「延超」:「夫人何氏墓誌銘」では 「元超」とする.

(43)日 野1939,pp.442-444.

(44)堀1953,p.123:趙 雨 楽1993,pp.15-29.

(45)『 宋 史 』巻250,王 彦 昇 伝,p.8828.
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1・23・2「検校左散常侍」:「夫人何氏墓誌銘」では 「検校左散鋳常侍」とする.

「鋳」は 「騎」.検校左散騎常侍が正 しい.

1・24・1「護聖副兵馬使」:「護聖」は後晋禁軍の侍衛親軍のうち,侍 衛馬軍の軍
ぱ の

額.「 副兵 馬使 」は,五 代 軍 職 の 体 系 の う ちで は 下 級 ポ ス トに あ た る.五 代 軍 職

の 体 系 に つ い て は,〔 注 釈 〕1・19・1参照.こ の 護 聖 軍 につ い て は,〔 注 釈 〕2・19・

1も 参 照.

1・24-2「米 氏 」:米 姓 は,中 央 ア ジ ア の マ ー イム ル グ(米 国)出 身 の ソグ ド人

が,中 国 に お い て 名 乗 っ た ソ グ ド姓 の ひ と つ.

1・24・3「元 審 」:「夫 人 何 氏 墓 誌 銘 」に よ る と,こ の 安 元 審 が 長男 の よ うで あ

る.

1・25・1「殿 前 承 旨」:殿 直 の こ と.本 墓 誌 作 成 直 後 の後 晋 天 福 五 年(940)に 殿

け アラ

前承旨を殿直と改名 した.

1・26・1「趙氏」:こ の趙氏は,墓 誌後文の「普,姻 姫に明恭」したという表現か

ら,本 墓誌撰者の趙普 と血縁関係の深い女性 と考えられるが,具 体的関係は不

詳.

1・26・2「事石家」:石姓は,漢 姓であると同時に中央アジアのタシュケント(石

国)出 身のソグド人が名乗ったソグ ド姓のひとつでもある.「事」は他家に嫁 ぐ

意味.

1・26・3「西京」:後 晋の時の西京は洛陽.

1・27・1「十一月戊辰朔十七日甲申……遷耐」:誌 文の流れからすると,安 万金

は天福二年(937)十 月に病死し,十 一月十七日に葬られたように読める.し か

し,陳 垣 『二十史朔閏表』(1926→ 中華書局,1962年)に よれば,天 福二年十

一月朔は庚戌にあたり
,誌 文の「戊辰朔」と矛盾す る.こ の前後で「十一月戊辰

朔」に合致する年は天福四年(939)で ある.ま た天福四年十一月十七 日は甲申に

あたり,こ れも誌文 と矛盾 しないから,安 万金の被葬年 は天福四年である.

(46)堀1953,p.114;張 其 凡1993,pp.25-29.

(47)『 旧 五 代 史 』巻79,晋 書 ・高 祖 本 紀,天 福 五 年 四 月 丙 午 條,pp.1039-1040.
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これに関連して安万金の卒年などの問題について,若 干の私見を述べる.以

上のように,安 万金の被葬年が天福四年であると訂正で きた.す ると誌文のす
たちま まと

ぐ上にある「其の年十月内,忽 ち寝疾を榮ひ,善 く私第において終はる」の「十

月」も天福四年ではないのか という疑問が生 じる.こ の問題に関 しては,次 節で

紹介する「夫人何氏墓誌銘」の記述 も含めて解き明か していきたい.ま ず,安 万

金の卒年を天福二年十月とすると,二 年 もの問,安 万金の墓誌銘 は作成されな

かったこととな り,不 自然である.か りに墓誌銘が作成されていたとしても,

安万金夫人何氏は天福四年六月二十五 日に卒 し,八 月四 日に葬 られているか

ら,こ の時点で合葬され墓誌銘が作成されているはずである.次 に,こ れに関

連するが,「夫人何氏墓誌銘」には安万金の死去に関する記述が無い上に,ま た

何氏を埋葬するのに 「残」の語 を使っている.「積」は本来,か りもが りの意味

で,枢 に納めて埋葬する以前の状態をいうが,派 生 して墓誌銘などでは埋葬の

意味で使用されることもある.そ の場合,後 に夫もしくは夫人と合葬する以前

の仮埋葬的な意味での埋葬であ り,正 式な合葬には「耐」などが使用される.一
ぱ おラ

方,「安万金墓誌銘」には夫人とともに「遷耐」したとあるから,安 万金の死が夫

人の後の天福四年十月であると推測できる。最後に,「夫人何氏墓誌銘」におけ

る安万金の肩書 きのうち,検 校官は「司空」であるが,「安万金墓誌銘」では「司

徒」となっている.司 空 と司徒は,太 尉 とともに三公 といわれる名誉的な称号で

あるが,そ の中にもランクがあ り,太 尉のランクが筆頭で,次 に司徒,司 空の
く　　　

順である.か りに安万金の卒年が天福二年 とすると,死 後の天福四年六月から

入月ころは 「検校司空」だったのが,十 一月に「検校司徒」となり,死 後二年経

(48)墓 誌銘 中の 「残」と 「耐」の用例 として は,「唐故朝散大夫節度押衙兼 御史中丞劉公

妻清 河張 氏墓誌銘井序」(『全唐 文補遺」7,三 秦 出版社,2000年,pp.102-104)に,

「(劉i曙)大和 己酉 の歳六月旬有廿九 日,滅 州 の官署 に残す.… …夫 人は清河の張氏た

り.… …宝暦元年正月十 四日先 に破す.享 年三十有三.其 の年十一月,幽 州幽都県西

界計里房仙郷新安里の歯原に積す.礼 な り.大 和三年秋八月十三 日を以て,夫 人の故

埜 を啓 き,府 君の神枢 を迎へ,遂 に焉に遷耐す」とあ り,「積」を仮埋 葬,「 遷耐」を合

葬の意味で解す るこ とが で きる.

(49)森 部1997で 扱 った何弘敬 の例 をみて も,三 公 内ので昇進が うかが える.

(27)



過 した後に立て続 けに検校官が昇格 したこととな り,こ れも不 自然である.以

上から,安 万金が夫人何氏 より先の天福二年に卒 していた可能性は低 く,「安万

金墓誌銘」の「其の年十月内」は天福四年 ということになろう.今,こ の考えが

正 しいとすれば,次 節の「夫人何氏墓誌銘」が撰述された時点では安万金はまだ

存命ということになり,同 墓誌銘2行 ～3行 目に「夫光緑大夫……安萬金」と記

されているのは,安 万金自身が「夫人何氏墓誌銘」の撰者であると考えることも

できよう.

1・28・1「河南縣北郎山張楊里伯樂原」:「夫人何氏墓誌銘」には被葬地は 「河南

縣平洛郷張楊村」と記 される.両 墓誌出土時の詳細なデータは不明であるが,

「安万金墓誌銘」は北陳荘から,「夫人何氏墓誌銘」は北陳荘南地から同一年月日
　らの

に出土 したということか ら,ほ ぼ同一地点と考えていいだろう.当 該墓誌発見

地は現在の河南省孟津県北陳荘 であ り,こ の地が「河南縣平洛郷張楊村」である

と比定することができる.孟 津県北陳荘 は洛陽老城区と孟津県城を結ぶ幹線道

路沿いにあ り,洛 陽老城区の北,約10㎞ の地点である.こ の距離は,「夫人何
く　り

氏墓誌銘」に記された「去京二十里」とほぼ一致する.河 南県庁は唐代では洛陽

城を東西に流れる洛水の南側城内の寛政坊に置かれてお り,北 側城内の銃徳坊
ゆ 　　

には洛陽県庁が置かれていた.す ると,洛 陽城の北郊は洛陽県の管轄のように

も思えるが,洛 陽城外の郊区における両県の管轄境域は複雑で,現 段階では明
ほ ヨ　

確な境界線は引けないと言われる.

1・28・2「普切恭姻姫」:「普」は本墓誌撰者の趙普.「 姻姫」は婚姻関係にある親

(50)『 階唐 五代 墓 誌 匿 編 』洛 陽15,天 津:古籍 出 版 社,1991年,p.148.

(51)な お 「河 南 県 平 洛 郷 張 楊 村 」の 名 は,最 近,洛 陽市 郊外 か ら続 々 と発 見 され て い る

唐 代 墓 誌 銘 に も見 え(「 夫 人 王 氏 墓 誌 」『千 唐 誌 斎 』下,文 物 出版 社,1984年,p.ll16

),愛 宕 氏 の 比 定 に よれ ば,平 洛 郷 の具 体 的 な場 所 は 洛 陽 城 の 北 北 東 に あ た る.愛 宕

1988,pp.92-93の 地 図参 照.

(52)『 元 和 郡 県 図志 』巻5,河 南 道 ・河 南 府,中 華書 局 標 点 本,p.13L『 宋 本 太 平 簑 宇

記 』巻3,河 南 府 ・洛 陽 県 条(中 華 書 局 影 印本,2000年,ll葉b)で は徳 慾 坊 西 南 隅 と

す る.

(53)愛 宕1994,pp.257-258,寛 政 坊 条 註(1)参 照.

(28)



戚.「 吻 恭 」は謙 譲 的 表 現 で,恥 ず か し く感 じる ほ ど不 相 応 な恩 恵 を うけ る こ と

の 意 味.'『 旧唐 書 』巻189下,儒 学伝 ・祝 欽 明(p.4970)に,「 欽 明 等 本 自 り腐 儒

に して,素 よ り操 行 無 く,崇 班 列 爵 す る は,実 に 明恭 為 り」 とあ る.

1・29・1「嘉 招 」:人 の招 待 を敬 っ てい う言 葉.

1-29・2「黄 絹 之鐸 」:絶 妙 の 名文 の意 味.こ の 語 は 『世 説 新 語 』捷 悟篇(『世 説 新

語 箋 疏(修 訂 本)』 上 海 古 籍 出版 社,1993年,p.57g)に あ る 故 事 を踏 まえ た も

の.「 鉾 」は 「辞 」に 同 じ.

1・29・3「獲 刊 翠 王民之 上 」:「翠 王民」は石 碑 の こ と.た だ し,石 碑 を 「翠 王民」と い う

の は,宋 代 の黄 庭 堅 「淡 山巖 に題 す る」(『豫 章 黄 先 生 文 集 』巻8,14葉b,四 部

え

叢刊初編)に,「 雄文,翠 眠 に鑑るを得ざりしを」とみえるものの,五 代以前の

用例は不明.「刊」は石に文字を刻んで碑にすること.「獲」は 「得」と同 じ.

1-30・1「銃我号二儀」:「銃」は 「育」と同じ.成 長するの意味。「二儀」は天地

の意味.播 岳(安 仁)「為買誰作贈陸機」の「二儀姻燈」に対する李善の注(『文選』

巻24,32葉b)に,「 周易 に曰 く:易 に太極有 り,是 れ両儀iを生ず,と.王 粛

曰 く:両 儀とは,天 地なり」と見える.

1-30・2「天生天窯」:「天生」は天が物を生ずること,「熟」は 「殺」の異体字.

1・30・3「荷発雲之鶴霧」:『旧唐書』巻30,音 楽志3(p.1094)に,「 景竜三年

中宗親祀昊天上帝楽章十首」を載せて,「舜 日,祥 暉を啓き,発 雲,征 施 を巻 く」

と見える.誌 文の「発雲」は下の「舜 日」と対であ り,「尭雲舜 日」の語 を分 った

ものと考えられる.「発雲舜日」の用例は見当たらないが,「尭風舜雨」や 「箋天

舜 日」,「髭年舜 日」などの熟語がある。尭 ・舜は古代の伝説上の帝王,彼 らの治

世は平和で盛んな世であったことから,こ れらの熟語はいずれも,天 下泰平で

栄えているの意味となる.「箋雲舜 日」もこれに類 した意味.「舗舗」は雲が集ま

る様.陶 淵明 「停雲」(『陶淵明集校箋』巻1,上 海古籍出版社,1996年,p.1)

に,「謁需たる停雲,濠 濠たる時雨」とある.「荷」は恩恵などをこうむる,受 け

るの意味.
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1・31・1「郡 印 」:州 刺 史 の 印.こ こで は州 刺 史 を指 す.郡 は 州 と同 じ,地 方 行

政 単 位.『 新唐 書 』巻168,柳 宗 元 伝(p,5140)に,「 郡 印 を彙 して南 適 す 」とあ

る.

1-31-2「 礒 礒 」:「曝 」は ひ か り,太 陽 の 光.

1・31・3「□ 由懸 其 聖 代 」:「由 」の 上 の 字 は,拓 本 写 真 か ら は判 読 で きな い.『 補

遺 』5aも 同 じ.「 聖 代」は今 上 の世 の尊 称.墓 主 が 活 躍 した後 唐,あ る い は 卒 時

の後 晋 時代 を指 す.

1・31・4「明 時 」:よ く治 ま っ て い る 時 代.こ こで は 上 の 句 の 「聖 代 」 と対 と な

り,同 様 の 意 味 で あ ろ う.

1・31・5「北 邨 山上 」:「北 邨 山」は 階 唐 五 代 洛 陽 城 の 北 側 に あ っ た丘 陵 地帯 の総

称.後 漢 以 来,こ の 地 に 葬 す る こ とが 多 く見 られ る.唐 の 沈 佳期 「邨 山」(『文 苑

英 華 』巻306,3葉a)に,「 北 郎 山上,墳 螢 を列 ね,万 古 千 秋,洛 城 に対 す」と

見 え る.

1・31・6「施 魔 」:原 義 は 総 指揮 官 の 旗.そ こか ら旗 印 を持 つ者,さ ら に武 人 を

意 味 す.こ こで は武 将 安 万 金 の 軍 歴 と解 した.杜 甫 「入衡 州 」(『杜 詩 詳 註 』巻

23,中 華 書 局,1979年,p.2068)に,「 施 鷹,其 の任 に非 ず,府 庫,実 に防 ぐに

過 ぎた り」と見 え る.

2.安 万金夫人何氏墓誌銘

1935年6月29日,河 南省洛陽市北陳荘南地にて,前 述の「安万金墓誌銘」と

ともに出土.現 在,墓 誌原石は,安 万金墓誌 とともに,河 南省洛陽古代芸術館'

(関林)に 所蔵 されるという.原 石はほぼ正方形で,縦55.5cm,横54.5cm.全

文30行,1行 あたり最多30字 である.

墓誌拓本写真は,『洛陽出土歴代墓誌輯縄』(中国社会科学出版社,1991年,

p725)お よび『階唐五代墓誌涯編』洛陽巻15(天 津古籍出版社,1991年,p.149)

においてはじめて公表された.後 に『全唐文補遺』5(三 秦出版社,1998年,pp.

445446.以 下 『補遺』5bと す)に 釈文が載せられたが,脱 字があり注意を要す
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る.本 稿は,比 較的鮮明な『階唐五代墓誌涯編』所載の拓本写真を底本 とし,他

の2書 の拓本写真,『 補遺』5bの 釈文を参照 した.

〔釈 文〕

1大 晋洛京故陳留縣君何氏墓志銘文 井序
けぴ

2夫 光緑大夫検校司空使持節均州諸軍事前守均州刺史兼御史□

3夫 上柱國安萬金

4窺 聞朝烏夕免尚不免於蔵盈深谷崇陵亦難逃於遷攣矧乎

5五 行兼濟四大相須稟陰陽寒暑之期庭榮辱死生之数可謂壼善盤美　

6此 者永安宅兆 縣君姓何太原郡瞥陽縣人也

7自 長興元年十月日除授告縣君陳留何氏諄

8曾 曇癒州別駕 租海代州司馬 父重度河東軍押衙充節院軍使

9母 彰城郡劉氏夫人無邑號 右伏以

10縣 君錬玉爲心黄金比徳貞松雪静諒軽蘭芳將期壽同亀鶴椿栢齊堅

11何 置染疾纏綿豫婦地庫印已
く　

12巳 亥歳天福四年六月二十五日終於洛京水北景行坊宅斯室年六十五□

13此謂哀茄互奏起惨惨之悲風丹兆將行痛況況之落日 何冒天命有終俄

14鋸 大夜 又纏児女等 男五人 女二人

5

6

7

8

9

0

1

1

1

1

1

1

∩∠

∩乙

22等 並哀號擶踊孝比高柴泣血絶漿髪崇備禮

23四 年八月四日壬寅積於洛京西北北邨山上去京二十里河南縣平洛郷張
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哀長子元審授索葛府官 新婦王氏
　 ラ

哀次子元□右蕃内殿直銀青光緑大夫検校國子祭酒兼御史中丞驕

騎尉 新婦史氏

哀次子元超忠勇功臣銀青光豫大夫検校左散鋳常侍兼御史大夫充

護聖右第三軍第≡:指揮第五都副兵馬使上柱國 新婦何氏

哀次子元福殿前承旨 新婦張氏 哀次子韓留

長女十三娘外侍石 次女十四娘外侍梁

今於己亥歳天福



24楊村選買得地五畝立埜安暦永題後代其地 東西闊三十歩

25南 北長四十歩[コ 東観古道 西眺道 前晴望見土嶺 後椅龍尚

26切 以四神倶備五福來群後恐桑田改攣丘劃 龍平刊誌標題乃爲詞日

27省 陽縣君 克巳爲仁 謙謙厚義 孝敬□門 又詞日

28穆 穆夫人 貞志立身 三從備髄 四徳居隣 哀哉長夜 積納珠彌

29泉 門一閉 再復無因 又詞日 金風分惨然玉露分漫漫夜墓明月
く　 く　

30□ □崩前 口乎哀哉 吉以蓋　故陳留縣君何□墓誌銘記

〔訓 読〕

大晋の洛京の故陳留縣君何氏の墓志銘文井びに序
おっと くナラ

夫,光 緑大夫 ・検校司空 ・使持節均州諸軍事 ・前守均州刺史 ・兼御史□夫 ・

上柱國の安萬金
なほ また

霧かに聞 く,朝 烏夕免すら尚葛盈するを免れず,深 谷崇陵 も亦遷憂するを逃
いわ もち あひもと

れ難 し,と.矧 んや五行兼ね濟ひ,四 大相須むるにおいてをや.陰 陽寒暑の期
お

を稟け,榮 辱死生の数に庭る.善 を壼 くし美 を壼 くすと謂ふべ きな り.此 の

者,永 く宅兆に安んず.縣 君,姓 は何,太 原郡苦陽縣の人なり.長 興元年十月

日自り,除 授せ られ,縣 君に陳留を告せ らる.何 氏,誰.

曾の嬰,鷹 州別駕た り.租 の海,代 州司馬たり.父 の重度,河 東軍押衙充節
おも

院 軍 使 た り.母,彰 城 郡 の劉 氏 夫 人,邑 號 無 し.右,伏 して 以 ふ.
くら まこと お さ

縣君,錬 玉もて心と爲 し,黄 金 もて徳に比ぶ.貞 松雪静た り,諒 に蘭芳 を翻
ひと

む.將 に壽は亀鶴 と同じうし,椿 栢と齊 しく堅からんを期するに,何 ぞ染疾纏'
かへ

綿 し,緑 は地庫に露すを冒らんや.即 ち已に巳亥の歳の天福四年六月二十五
こ ぱ ラ

日,洛 京の水北の景行坊の宅の斯の室にて終わる.年 六十五□.此 に謂ふ,哀

茄互いに奏すれば,惨 惨の悲風起 こり,丹 兆將に行かんとすれば,況 況の落日

を痛 まんことを.何 ぞ天命に終はり有 りて,俄 かに大夜に蹄すを置らんや.

又た縫兜女等は男五人,女 二人あ り.哀 長子の元審,索 葛府官を授 く.新 婦
く　

は王氏.哀 次子の元□,右 蕃内殿直 ・銀青光腺大夫 ・検校國子祭酒 ・兼御史中
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丞 ・驕騎尉な り.新 婦 は史氏.哀 次子の元超,忠 勇たる功臣の銀青光緑大夫 ・

検校左散鋳常侍 ・兼御史大失 ・充護聖右第三軍第三指揮第五都副兵馬使 ・上柱

國な り.新 婦は何氏.哀 次子の元福,殿 前承 旨なり.新 婦は張氏.哀 次子韓
みな

留.長 女十三娘,石 に外侍す.次 女十四娘,梁 に外侍す.等 しく並哀號僻踊
ここ かさ

し,孝 は高柴に比ぶ.泣 血して絶漿 し,愛 に崇ねて禮を備ふ。

今,己 亥の歳の天幅四年八月四日壬寅,洛 京西北の北邨山上に積す.京 を去

ること二十里,河 南縣平洛郷張楊村にて選び買ひて地五畝を得,螢 を立て安暦

し,永 く後代に題せ り.其 の地,東 西闊さ三十歩,南 北長 さ四十歩なり.□ 東
み

は古道を観,西 は道を眺む.前 は謄望 して土嶺を見,後 は龍商に惰る.四 神倶
まね

に備 はり,五 幅群を來 くを以てすれ ども,後 恐るらくは桑田改攣 して,丘 書 き
たひ うれ

堰平 らかなるを切へば,誌 を刊 し題を標す.
つく

乃わち詞 を爲 りて曰 く:晋 陽の縣君,己 を克 し仁を爲す.謙 謙 として義に厚

く,□ 門を孝敬せ り1と.又 た詞に曰く:穆 穆たる夫人,貞 志 もて立身す.三

從備体 し,四 徳居隣す.哀 しき哉長夜,憤 に珠彌を納 る.泉 門一たび閉つれ

ば,再 び復た因る もの無 し,と.又 た詞に曰 く:金 風惨然たり,玉 露漫漫た
　り

り.夜 壷 の 明 月,□ □ 闘 前.□ 乎,哀 しい哉,吉 以 て 蓋 せ り,と.故 陳 留 縣 君

く　ラ

の何□の墓誌銘,記 せ り.

〔試 訳〕

大晋の洛京の故陳留県君である何氏の墓志銘文井びに序
おっと

夫の光禄大夫 ・検校司空 ・使持節均州諸軍事 ・前守均州刺史 ・兼御史大夫 ・

上柱国の安万金

ひそかに聞 くところでは,太 陽や月です ら満ち欠けを免れることがで きず,

深い谷や高い丘陵 もまた変化することを逃れがたい.ま してや万物を構成する

五行はともに利用 しあい,ま た万物を作る四大はお互いに必要としあって変化

する(の だか ら,人 の死は避けられないものである).陰 陽が変化 し寒暑が変化

する年月をうけ,名 誉 と恥辱,死 と生という命数のうちに(身を)置いた.非 常
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に美 しい(人生だった)と いうことができる.こ の者,永 遠 に墓所に安 らかなる

ものは,県 君,姓 は何 といい,太 原郡晋陽県の人である.長 興元年(930)十 月

某Bよ り,授 けられ,県 君 に陳留を告げられた.何 氏,韓 は某(略).

曾祖父の何嬰は応州別駕であった.祖 父の何海は代州司馬であった.父 の何

重度は河東軍押衙充節院軍使であった.母 は彰城郡の劉氏で,夫 人には邑号は

無い.以 上のことつつしんで思う.

県君は,心 は洗練 された美しい玉のようであ り,徳 は美 しい黄金に比べられ

た.冬 になっても色の変わらない松のように貞操で,雪 のように清らかで,実

に蘭の芳 しい香 りのような美徳を包含 している.亀 や鶴と同じように長寿を保

ち,チ ャンチンやコノテガシワの木と同様にいつまで も堅 くしっか りしている

ことを願っていたのに,ど うして病気となって治癒せず,寿 命が地下の倉へ死

去 して戻っていくのを推 し量れただろうか.す なわちすでに巳亥の歳の天福四

年(939)六 月二十五 日,洛 陽城の洛水北の景行坊の自宅のこの部屋にて亡 く

なった.享 年65歳 であった.こ こに言 う,哀 しげなアシ笛がかわるがわる吹き

鳴 らされて,痛 み悲 しむような悲風が吹 き,棺 の先のたなびく旗が まさに出発

しようとし,重 く沈んだ心は沈みゆく太陽のように悲 しみ嘆いている.ど うし

て天命に終わ りがあって,急 にあの世へ戻っていくことを推 し量れただろう

か.

また自分の子や継子などには息子五人,娘 二人がいる.喪 に服す長男は元

審,索 葛府官を授けられた.新 婦は王氏である.喪 に服す次の子は元進,右 蕃

内殿直 ・銀青光禄大夫 ・検校国子祭酒 ・兼御史中丞 ・驕騎尉である.新 婦は史

氏.喪 に服す次の子は元超,忠 勇の功臣で銀青光禄大夫 ・検校左散鋳(騎)常

侍 ・兼御史大夫 ・充護聖右第三軍第三指揮第五都副兵馬使 ・上柱国である.新

婦は何氏.喪 に服す次の子は元福,殿 前承旨である.新 婦 は張氏.喪 に服す次

の子は韓留 という.長 女の十三娘 は石氏 に嫁 ぎ,次 女の十四娘は梁氏に嫁い

だ.こ れらの息子娘らは,み んな胸を叩いて悲 しみ泣き叫び,そ の孝は,孔 子

の弟子の子燕に比べることができる.非 常に嘆き悲 しみ飲み物 を断ち,こ こに
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かさねて礼を備える.今,己 亥の歳 すなわち天福四年八月四日壬寅の日に,

洛陽城の西北,北 邨山上に仮埋葬 した.都 か ら二十里(約10㎞)ほ どのとこ

ろ,河 南県平洛郷張楊村に五畝(約29a)の 土地を選び購入することができ,墓

を立て葬 り,永 遠に後世に書 き記す.そ の土地は,東 西の広 さは三十歩(約47

m),南 北の長 さは四十歩(約62m)で ある.□ 東に昔の街道 をながめ,西 は(現

在の)街道をのぞんでいる.前 方には小高い丘を望み見て,後 方は竜のようにう

ねっている墓墳群によっている.四 神がともに備わってお り,五 福がさいわい

をもたらしているが,お そらく後世,世 の中が大 きく変わり,丘 も無 くな り墳

が平 らになってしまうのを憂える.そ こで墓誌を刻 し題をはっきり書 くのであ

る.

詞を作っていう:晋 陽の県君は,身 をつつしんで仁をなした.謙 遜であ り義

に厚 く,□ 門にて年長者や目上の者を尊重 した.

また詞にこういケ:麗 しい夫人は,堅 固でしっかりした志で人格を完成させ

た.生 まれては親に従い,嫁 しては失に従い,老 いては子に従 うという三従は

完壁で,婦 人の備える4つ の徳 とは隣あっていた.埋 葬することはなんと哀 し

いではないか.小 箱に珠玉宝石を入れ,墓 室の門を一たび閉じれば,再 び2度

と頼るものは無 くなって しまう.

また詞にいう:秋 風が悲 しげに吹 き,秋 の夜露がたくさん下 りている。墓に

は明るい月,□ □闘前.あ あ,な んと哀 しいことであろうか.吉 日をもって墓

に蓋 を覆いかぶせ埋葬す.故 陳留県君の何(氏)の 墓誌銘を記す.

〔注 釈 〕

2・14「 陳 留 縣 君 」:〔注 釈 〕1・22・2参照.

か おっと

2・2・1「夫」:文 頭に用いる時,「夫の」と読むことが多いが,こ こでは 「夫」と

読み,安 万金が本墓誌の撰者 と考えたい。〔注釈〕1・27・1参照.

2・2・2「使持節均州諸軍事」:「使持節某州諸軍事」とは本来,地 方の民政長官で

ある州刺史が,軍 政を掌握するのに与えられた号.「 使持節」の号はふるく魏晋
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時期より見 られる.安 史の乱以降,有 事にそなえ,地 方の州刺史は使持節某州

諸軍事の号を帯び,軍 政をも行使 し,数 州を管轄するものは節度使 となった.

唐末 ・五代では,州 の藩鎮化,軍 事化が進行 し,州 刺史は軍政長官 をも兼ねる

のを常態 とした.

2・2・3「前守均州刺史」:唐 制では,職 事官の品階が散官の品階より高い場合,

職事官名の前に「守」字を加えたことは 〔注釈〕1・15・1にも述べた.し かし,安

万金の場合,散 官は光禄大夫で従二品,職 事官は均州刺史で,州 刺史は上州で

も従三品,下 州なら正四品下で,い ずれにしても散官の方が品階が高 く,本 来

なら「行均州刺史」とすべ きである.
　ラ

2・2・4「兼 御 史 □ 夫」:原 文 拓 本 「御 史 」字 の 下 の 字 は,拓 本 写 真 か らは判 読 で

きな い.「 安 万 金 墓 誌 銘 」に拠 り,「 大 」字 を補 うこ とが で きる.

2・4・1「朝 烏 夕 免」:「朝 烏 」は鳥 の 名 と解釈 され る のが 普 通 で あ るが,こ こで は

「夕 免」と対 とな っ て 「烏 免 」とい う語 が 得 られ る.古 代 中 国 の神 話 で は,太 陽 に

は三 本 足 の カ ラ ス が お り,月 に は ウサ ギ が い る と考 え られ た の で,「 烏 免 」は太

陽 と月 を意 味 す る.

2・5・1「兼 濟 」二こ の語 は 『荘 子 』「列 御 冠 」に 「道 物 を兼 ね 済 ふ 」とあ る の が 出 典

で,一 緒 に救 う とい う意 味 に解 され る.た だ,こ こで は意 味が 通 じな い の で,

「あ わせ も ちふ 」 と読 み,一 緒 に利 用 す る と解 した.『 周 書 』巻34,元 定 伝(p.

589)に,「 世 宗 の 初 め,眠 州 刺 史 を拝 す.威 恩 兼 済 し,甚 だ完 豪 の 情 を得 」と見

え る.

2-5・2「四 大 」:道 家 で は 宇 宙 空 間 に あ る4つ の 大 き な もの,道 ・天 ・地 ・王

(人)を い う(『老 子 』,全 釈 漢 文 大 系,集 英 社,1979年,pp.307-308).ま た仏

教 で は万 物 を構 成 す る4つ の もの,地 ・水 ・火 ・風 を言 い,人 間 の 身体 そ の も

の を指 す こ と もあ る.

2・5-3「相 須 」=お 互 い に依 存 す る こ と,あ るい はお た が い に必 要 とす る こ と.

たが

『晋 書 』巻68,紀 謄 伝(p.1818)に,「 夫 れ 五 行 迭 ひ に代 り,陰 陽相 須 む る は,二

儀 の 陶育 す る所 以,四 時 の 化 生 す る所 以 な り.易 に称 す ら く,天 に在 りて象 を
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成 し,地 に在 りて形を成す,と.形 象の作は,相 須の道な り」と見える.

2・5・4「榮辱死生」:「栄辱」は名誉 と恥辱.『周易』繋辞伝 ・上(巻7,17葉b-

18葉a)に,「 言行は君子の枢機 なり.枢 機の発は,栄 辱の主な り.言 行は,君

子の天地を動かす所以なり.慎 まざるべけんや」と見え,そ こから派生 して地位

の高低,評 判を意味する.「死生」は陰陽の変化による死と生.『周易』繋辞伝 ・

上(巻7,9葉a)に,「 始めを原ねて終 りに反る.故 に死生の説を知る」とあ

る.

2・5・5「蓋善壼美」:完 壁であること.

2・6・1「宅兆」:墓 地,墳 墓の意味.『 孝経』喪親章の 「卜其宅兆」に対する邪爵

の 「注疏」(巻9,2葉b)に,「 宅は墓穴なり,兆 は埜域なり」とある.

2・6・2「太原郡晋陽縣」:現 在の山西省太原市の西南郊外約15㎞ に晋陽古城遺

:吐があ り,こ れにあたる.「太原郡」は階代の名称で,唐 代では井州,太 原府 と

いい,唐 の高祖李淵挙兵の地であ り,開 元十一年(723)に 北都,天 宝元年(742)

には北京が置かれ,井 州から太原府と改称された.唐 の半ば以降,河 東節度使

の治所 とな り,唐 朝にとって対北方防衛の軍事拠点として重要性が増 していっ

た.唐 末,沙 陀突廠の李克用が河東節度使に任 じられ,以 後,太 原は沙陀突厭

勢力の事実上の拠点となる.五 代後唐,後 晋,後 漢三王朝はいずれも河東節度

使によって創設された。五代の太原城は唐代の太原城を受け継いだもの と考え

られる.唐 代太原城は沿水 をはさんで西城,中 城,東 城からなり,晋 陽県はそ
にの

のうち西城に置かれていた.

2・7・1「除授告縣君陳留何氏諄」:仮 に「除授せられ,県 君に陳留を告せ らる.

何氏,詳 」と訓読 してお く.「告」は県君を授けることから,唐 代の文書である

告身を指す可能性 も考えられるが,構 文がいまひとつはっきりしない.「何氏

諺」は墓誌銘の書法で,諦 を省略した,あ るいはわざと空格にしたものと考えら

れる。

2・8・1,2「曾曇」「租海」:何曼,何 海ともに管見の限り,編 纂史料や他の石刻

(54)愛 宕1988.
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史料にその名を見出せない.

2・8-3「代州司馬」:「代州」は現在の山西省代県.ち なみに李克用の墓所はこの
くらの

代県にあり,1989年 に墓誌銘が発見されている.「司馬」は別駕,長 史に次 ぐ州

の次官級ポス ト.品 階は別駕 より下で,上 州の場合従五品下,中 州で正六品
くう　　

下,下 州で従六品上にあたる.

2・8・4「父重度」:何重度は管見の限 り,編 纂史料や他の石刻史料にその名を見

出せない.

2・8・5「河東軍押衙充節院軍使」:「河東軍」は現在の山西省太原市に会府をおい
くらの

た藩鎮の軍額.「 押衙」は散号であろう.「節院」の原義は節度使官衙の庭(〔注

釈〕1・20・3参照).「 節院軍使」は,編 纂史料 に節院使の名で出て くるものか,そ

の下の属将であろうか.節 院使については,例 えば 『旧五代史』巻101,漢 書 ・

隠帝本紀(p.1343>に,「 隠皇帝,誰 は承祐,(後 漢)高 祖の第二子なり.… …高

祖,太 原を鎮するや,節 院使に署せらる」と見える.こ れはおそらく太原=河

東節度使下の節院使であろう.

2-9・1「彰城郡劉氏夫人」:彰 城郡は,階 代に現在の江蘇省徐州市に置かれた.

唐代では徐州.彰 城の劉氏は,も ともとこの地に勢力基盤のあった名族.唐 代

の彰城郡劉氏については,盧1993参 照.

2・10・1「比徳」1徳 を等 しくするの意.『 礼記』玉藻(巻30,13葉b)に,「 君

子,故 無 くして,玉,身 を去 らず.君 子,玉 に於いて徳に比すからな り」とあ

る.

2・10・2「貞松雪静」:「貞松」は,松 が冬季にも色が変わ らないことから,貞 節

の堅さの喩え.「雪静」の典故 ・用例は見出せないが,「静」は清 らかの意味にと

り,雪 のような清 らかさと解 してお く.

2・10・3「蘭芳」:蘭 の花の香 り,転 じて賢人の美徳の喩 え.「楚辞』招魂の 「蘭

(55)『 陪唐 五 代 墓 誌 潅 編 』山西 巻,天 津 古 籍 出 版社,1991年,p.i77.

(56)『 唐 六 典 』巻30,上 州 中州 下 州官 吏 条,pp.745-747。

(57)押 衙 に つ い て は,渡 邊1991 ・1993参 照
。
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芳假些」に対する王逸の注に(巻9,17葉a,四 部叢刊初編),「 蘭芳,以 て賢人

を喩ふなり」とある.

2・104「亀鶴」:長生 きする生き物である亀と鶴か ら,長 寿の喩え.

2・10-5「椿栢」:「椿」はセンダン科の樹木.日 本のつばきではない.木 質は堅

く,建 材 ・造船に利用される.「栢」は「柏」に同じ.こ れも日本のかしわではな

く,ヒ ノキ科のコノテガシワをいう.木 質は「椿」同様堅 く,建 築材や造船 に利

用される樹木である.

2・11・1「染疾纏綿」:「染疾」は病気になること.「纏綿」はまとわりつく,固 く

結んで解けないの意味から,病 気が長期間治癒 しない意味を派生 した.

2・11・2「隷蹄地庫」:「緑」は寿命の意味.「地庫」はおそらく地下の倉庫すなわ

ち墓所の意味 と考えられるが,出 典不詳.

2・12・1「洛京水北景行坊」:「洛京」に洛陽のこと.現 在の河南省洛陽市.洛 陽

は東西に流れる洛水をはさんで北と南 とから成っていた城市で,「水北」は洛水

の北側.「 景行坊」は洛水の北側にあり,安 喜門西街のうち,洛 水寄 りにあった
くら　ラ

坊.唐 代には拝洛壇,華 厳寺,都 亭駅があったと伝 えられる.

2・13・1「哀茄」:葬儀の際に悲 しげに吹き鳴らすあ しぶえ.李 世民(唐 ・太宗)

「望送i魏徴葬」(『文苑英華』巻305,13葉a-b)に,「 哀茄,時 に断続 し,悲 施,

乍ち野巻す」とみえる.

2・13・2「丹兆將行」:「丹兆」は不詳.「 兆」を「旗」と考えると,「丹旗」という

語が得 られ,葬 儀の際,棺 に先行する旗の意味 となり,「哀茄互奏」の句ととも

に,葬 儀の情景 を表わすこととなる.「大唐故韓府君(孝純)墓 誌銘井序」(『階唐

五代墓誌涯編』山西巻,p.86)に,「 平原蒲條 として風悲 し,丹 旗嗣翻 として霧

惨 まし」と見える.「兆」が「醜」に通じる事例は見当たらないが,こ こでは仮に

「丹旗」と解 しておきたい.

2・14・1「大夜」:死 後の世界.
　ラ

2・16・1「哀次子元□」:拓 本写真では 「元」の下の字が不明瞭であるが,「安万

(58)徐 松 『唐 両 京 城 坊 孜 』巻5,東 京 外 郭 城,中 華 書 局標 点 本,1985年,p.174.
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金墓誌」により,「進」字を補うことができる.「安万金墓誌」では安元進は長男

と記されるが,そ れは正妻何氏の長子 と考えられる.

2・16・2「右蕃内殿直」:安 万金墓誌では単に内殿直とするが,本 墓誌では 「右

蕃」を冠する.「右蕃内殿直」の語は編纂史料中には見 られない.「蕃」は「番」に

同じ.さ らに 「番」は 「班」に通 じる.

2・17・1「新婦史氏」:史 姓は,中 央アジアのケッシュ(史国)出 身のソグ ド人が
くら　　

中国において称 したいわゆるソグ ド姓の一つ.ま た,突 厭阿史那や奨(唐 ・魏博

節度使史憲誠)な どがこの姓を称 した例も見られる.

2・19・1「充護聖右第三軍第三指揮第五都副兵馬使」:最下級の軍将のポス トで

あることがわかる.「安万金墓誌」の記述より詳細であ り,後 晋禁軍の護聖軍の

構造が,〔 注釈〕1-19・1で見た北宋禁軍の構造 とほぼ同じであることを知 りう

る.

2・21・1「外侍石……外侍梁」:「外侍」の用例は見つけられない.「外」には他家

という意味があ り,ま たはずれるの意味 もある.「侍」は目上の人の傍にはべる

の他,従 うの意味 もある.す なわち,安 家を外れて,石 家(梁 家)に 従 う(はべ

る)と いう意味となろう.こ こでは,「外侍」と読んで,嫁 ぐと解してお く.

2・22・1「哀號措踊」二哀号は悲 しんで泣 き叫ぶこと.「踊」は「踊」と同じ.胸 を

叩 き,地 団太を踏んで号泣する様.

2・22・2「高柴」二高柴は孔子の弟子の一人で,子 薫のこと.

2-22・3「泣血絶漿」:泣血は非常に嘆 き悲 しむ様 親の喪に服することをいう.

『礼記』檀弓(巻7,9葉b)に,「 高子皐の親の喪を執るや,泣 血すること三年

(注:泣 きて声無 く血の出るが如きを言ふ)未 だ嘗て歯を見はさず」とある.「絶

漿」は,『礼記』檀弓(巻7,6葉a-b)に,「 曾子,子 思に謂ひて曰 く,仮,吾 親

の喪を執るや,水 漿の口に入 らざるは七日なり,と.子 思曰く,先 王の礼を制

するや,之 を過 ぐる者 は傭 して之に就 き,至 らざる者は,肢 して之に及ぼ し

む.故 に君子の親の喪を執るや,水 漿のロに入らざる者三日,杖 して后に能 く

(59)中 国 に 内徒 した ソ グ ド系 史 姓 につ い て は,羅2000参 照.

(40)



起つ,と 」とあるのを踏まえたもの.『 陳書』巻32,孝 行伝(p.423)に,「 或い

は泣血すること三年,絶 漿すること七 日」と見える.

2・24-1「五畝」:唐代の一畝は約5.8a.こ れで計算すると,五 畝は29aと なる.

2・24・2「安暦」:「安措」に同じ.埋 葬するの意味.『孝経』喪親章(巻9,2葉

b)に,「 其の宅兆を トして之を安措す」とある.

2・24・3「東西闊三十歩南北長四十歩」:唐代以降,一 歩は五尺.唐 尺の一尺は

31.lcmで 計算すると,一 歩は1.555m.「 三十歩」は46.651n,「四十歩」は62.2m

となる.

2-25・1「□東観古道西眺道」=「東」字の前の字はおそらく原石が欠けているた

め,拓 本にても白く抜けている.『補遺』5bで は 「又」字と解釈 している.「西

眺道」の後ろに 『補遺』5bは 本来字があったと解 し,釈 文において□をいれる

が,拓 本写真 をみるかぎりもとから字はなかったようにと思われる.た だ本来

字が無かったとすると,こ の墓の周辺の地形を記 したこの部分において,四 字

三字となってバ ランスが悪い.

2-25・2「龍歯」:「唐故慶州軍事衙推儒林郎試右武衛兵曹参軍傅府君董夫人合耐

墓銘井序」(『江蘇金石志』巻6,39葉b.『 石刻史料新編』13,新文豊出版公司,

1977年 所収)に,「 生 きては則ち体を斉へ,死 しては竜闘に葬す.」 と見えるの

で,こ こでは墓墳 と解してお く.

2・26・1「【刀以四神倶備五福來群」:「切」は 「憂」に同じ.「四神」は天の四方の

正座の精で,蒼 竜,白 虎,朱 雀,玄 武をいう.そ れぞれ東西南北 に配され,古

代中国では墓葬の際,墓 室のレリーフとしても用いられた.「五福」は,5種 類

の幸福で,長 寿,富 裕,無 病息災,道 徳 を好むこと,天 命 を全 うすることをい

う.『書経』洪範(巻12,24葉b)に,「 九は,五 福.一 に曰く寿,二 に曰 く富,

三 に曰く康寧,四 に曰く仮好徳,五 に曰く考終命」とある.

2・26・2「桑田改鍵丘蓋堰平」:墓 誌銘における常套的表現.「 桑田改愛」はもと

は「桑田変成海(桑 田変 じて海と成る)」から派生 した表現で,ク ワ畑が海になっ

て しまうように,世 の中の変化が大 きいことの喩え.
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2・27・1「晋 陽 縣君 」:こ の 晋 陽県 君 は,墓 主 の何 氏 を言 っ てい るはず で あ るが,

何 氏 の 邑 号 は陳留 県 君 で あ り,晋 陽 県君 を授 け られ た事 実 は墓 誌 銘 か らは確 認

で きな い.何 氏 の 本籍 地 は 太 原晋 陽 県 な の で,そ れ と関係 す る こ とは 間違 いあ

る まい.こ こ で は 「晋 陽 の縣 君 」と読 んで お く.

2・27・2「克 己爲 仁 」:身 を つ つ しん で,仁 を実 践 す る の 意 味.

2・27・3「謙 謙」:謙 遜 に謙 遜 で あ る様,へ りくだ っ て 相 手 を 尊 ぶ さ ま.

2-27・4「孝 敬 □ 門」1:「孝 敬 」は よ く親 や尊 長 に 仕 え る こ と.「 孝 敬 」と 「門 」の

間 の 字 は判 読 で きな い.

2・28・1「穆 穆 」:美 しい さま.

2-28・2「貞志 立 身 」:「貞 志 」は 堅 固 で 正 しい 志.『 晋 書 』巻65,王 導 伝 ・論(p.

1761)に,「 貞志 陵霜 な り,国,旛 を綴 りて 滅 びず 」とあ る.「 立 身 」は 立 派 な 人

格 を完 成 させ る こ と.『 孝経 』開宗 明 義(巻1,3葉a)に,「 身 を立 て 道 を行 ひ,

名 を後 世 に揚 げ,以 て 父 母 を顕 はす は,孝 の 終 りな り」とあ る.

2・28・3「三 從 備 体 」:「三從 」は婦 人 の一 生 を 三期 に分 け,そ の従 うべ きを示 し

た 教 え.幼 い時 は親 に,嫁 い で は夫,老 い て は 子 に従 う とい う もの.「 備 体 」は

完 備 して い て 欠 け て い な い こ と.

2・284「 四 徳 」:婦 人 が備 え る4つ の 徳.

2・2&5「 長 夜 」:墓 室 の 永 遠 に真 っ暗 な こ とを喩 え た語 で,死 後 に埋 葬 す る こ

とを意 味 す る.陸 機(士 衡)「 挽 歌 詩 三 首 」.(『文 選 』第28,34葉a,四 部 叢刊 初

編)に,「 轡 を按 じて長 薄 に遵 ひ,子 を 長夜 の 台 に送 る」とあ る.

2・28・6「積 納 珠 彌 」二「潰 」は 「櫃 」と同 じで小 箱.「 珠 珍 」は 珠 玉 宝 石 の 意 味.

2・29-1「泉 門」:墓 門.白 居 易 「答 騎 馬 入 空 台 」(『白居 易 集 箋 校 』巻14,上 海 古

籍 出版 社,1988年,p.841)に,「 我,泉 台 に入 りて去 り,泉 門,復 た 開 く無 し」

とあ る.

2・29-2「金 風 号 惨 然 」:「金 風 」は秋 の風 「惨 然 」は悲 しみ 悼 む 様.

2-29・3「玉 露分 漫 漫」:「玉 露 」は秋 の露.南 朝 梁 ・謝 眺 「迂 水 曲 」(『謝 宣 城 詩

うるほ

集 』巻2,3葉a,四 部 叢 刊 初 編)に,「 玉 露,翠 葉 を沽 し,金 風,素 枝 を鳴 ら
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す 」とあ る.「 漫 漫」は数 が多 い様.

2・29・4「夜 壷 」:「長 夜 台 」に 通 じ,墳 墓 の こ と.〔 注 釈 〕2・28・5参照.

2・30・1「□ □ 尚 前 」 「□ □ 」は墓 誌拓 本 で は判 然 とせ ず,『 補 遺 』5bも 不 明 と

す.た だ し,拓 本写 真 で は 両 字 と もに 「文(ほ こが ま え)」の字 ら しい こ とが う・か

が え る.

　　

2・3①・2「□ 乎」:拓 本 写 真 で は 「嵯」字 は,は っ き り見 え な い.『 補 遺 』5bに 従

う.

2・30・3「吉 以 蓋 　 」:「吉 」は良 い 日,吉 日 と解 す.「 蓋 」は覆 い をか ぶ せ る の意

味.こ こで は埋 葬 す る と解 した.

3.何 君政及妻安氏合耐墓 誌銘

山西省太原市陽曲県にて出土.出 土年月 日は不明.墓 誌原石は,現 在山西省

博物館 に所蔵 される.誌 石は縦45cm,幅47cm.誌 文は25行,1行 あた り最

多28字 である.

本墓誌については,『階唐五代墓誌涯編』山西巻(天 津古籍出版社,1991年,

p,182)に 拓本写真が掲載 されている.ま た,『山西文物』1982年1期 に報告が

あることが,栄 麗華編 ・王世民校訂 『1949-1989四 十年出土墓誌目録』(中華書

局,1993年,p.178)に 載せられているが,筆 者未見である.釈 文は『全唐文補

遺』7(三 秦出版社,2000年,pp。439-440.以 下,『 補遺』7と す)に 掲載され

ている.本 稿は,拓 本写真をもとに釈文を作成 し,『補遺』7との異同は注釈の

中でふれる.

〔釈 文〕

1大 音故鶏田府部落長史何公墓誌銘井序

2易 日知生而不知死徳而不喪知存不亡名其唯 聖人乎縣是知榮隷

3有 侯之期生死而無究寛之路則知壽有短長榮無久固也

4公 諦君政家本大同人也 公主領部落撫弱邊強誇貧卸寡家崇文
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5武 世襲冠裳傳孝悌之風儀紹恭倹之禮譲分枝引流不可究源皆

6繕 管縷施金捜紫壼爲侯伯各有功勲 公不幸忽染時疾藥療無

7署 去長興三年十二月一日於代州横水鎭終於天命 夫人安氏星姿
く　

8降 瑞月彩呈群行美芝蘭徳彰閨壺忽以身榮疾□藥療無
く　

9徴 須突莫返香魂條忽而俄辞白日以天砧年四月十九□在京宅内

10有男五人 第二随駕兵馬使充左突騎十將天祐年十二月廿四日從

11荘宗帝於河南胡柳破爲國戦効身終敬周第三随 駕兵馬使充左突

12騎副將敬千同光年四月廿三日身終封墳残在庚穴 長男北京押衙充火山軍

13使銀青光緑大夫検校工部尚書兼御史大夫上柱國敬文 次随 駕右備

14征軍指揮使銀青光蘇大夫検校右僕射兼御史大夫上柱國敬萬

15次随 駕左護聖第一軍副兵馬使銀青光緑大夫検校工部尚書兼御

16史大夫上柱國敬超 新婦三人 長安氏 次康氏 次康氏 孫男九人

17從榮 重進 小寄 韓十九 憩寄 小厩児 小猪 小憩 王七

18新婦宗氏 重孫兜児 長男敬文等倶以義烈門風孝傳井邑□

19以年匪順 露墳不遷今就吉辰方笙竃変即以天福四年十一
くわ

20月十七日葬於陽曲縣連師郷相輔村□聖地遷囹創置新埜

21團 原禮也 其銘曰
く　

22□有奇仁 迫標風格 名重珪璋 智匡郡邑 一任長史 累□榮緑 書□

□珠

23□□□□ 安氏夫人 星姿降質 疾構繕偉 身終蘭室 賢男賢女 有□

□□

24□昏□□ 冬夏温清 卜其宅兆分廣螢蔵事 烏免助墳号腔其孝志

25□ □貞□分樹徳遺芳 地久天長号百千萬祀

〔訓 読〕

大苦の故鶏田府部落長史何公の墓誌銘井びに序
え うしな

易に曰 く,生 を知 りて死を知らず,徳 て喪はず,存 して名を亡ぼさざるを知
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るは,其 れ唯だ聖人か.是 に縣り,榮 緑有侯の期 と生死 とに究寛の路無 きを知

る.則 ち壽に短長有 り,榮 に久固無 きを知るな り.
な

公,諦 は君政,家 は本大同の人なり.公,部 落を主領 し,弱 きを撫で強 きを
とど あは よよ

遇め,貧 しきを衿れみ寡を憧れむ.家 は文武を崇び,世 冠裳を襲 ぐ。孝悌の風
つ

儀を傳へ,恭 倹の禮譲を紹 ぐ.枝 を分ち流れを引 くも,源 を究むべからず.皆
しんえい ひ おのおの

答縷を纏 ぎ,金 を施 き紫を捜 く.壼 く侯伯 と爲 り,各 功勲有 り.公,幸 あ ら
たちま いや なお

ず,忽 ち時疾に染み,薬 もて療す も医ること無 し.去 る長興三年十二月一日,

代州横水鎭に於いて天命を終る.夫 人安氏,星 の姿瑞を降し,月 彩祥を呈す.
うるは く　

行ひは芝蘭より美 しく,徳 は閨壺に彰 らかなり.忽 ち身に疾□を榮ふを以て藥
しるし しゅくこつ

もて療す も徴無 し.須 実にして香魂を返す莫 し.候 忽 として俄に白日を辞する
くロ　

に,天 祐のある年四月十九□在京の宅内を以てす.

男五人有 り。第二,随 駕兵馬使 ・充左突騎十將,天 祐(十 五)年 十:二月廿四

日,荘 宗帝に從ひ河南の胡柳破において國の爲に戦効あ りて身終はりし敬周な

り.第 三,随 駕兵馬使 ・充左突騎副將の敬千,同 光のある年四月廿三日,身 終

はり封墳 し残 して庚穴に在 り.長 男,北 京押衙充火山軍使 ・銀青光緑大夫 ・検

校工部尚書 ・兼御史大夫 ・上柱國の敬文なり.次,随 駕右備征軍指揮使 ・銀青

光緑大夫 ・検校右僕射 ・兼御史大夫 ・上柱國の敬萬なり.次,随 駕左護聖第一

軍副兵馬使 ・銀青光緑大夫 ・検校工部尚書 ・兼御史大夫 ・上柱國の敬超なり.

新婦三人,長,安 氏,次,康 氏,次,康 氏な り.孫 男九人,從 榮,重 進,小

寄,韓 十九,懇 寄,小 厩兇,小 猪,小 懇,王 七なり.新 婦宗氏.重 孫兜児.長

男の敬文等,倶 に義烈の門風を以て,孝 を井邑に傳ふ.□ 年の順に匪ざるを以
ちゅんせき

て,霊 墳遷さず.今,吉 辰に就 きて方に竃夢に坐せんとす.即 ち天福四年十一

月十七 日を以て陽曲縣連師郷相輔村□(の)聖 地に葬る.遷 囹 して新螢 を囲 原

に創置す.禮 なり.其 の銘に曰く.
やす

□奇仁有 り,迫 く風格を標す.名 は珪璋に重ね,智 は郡邑を匡'んず.一 に長
く　ラ

史に任ぜ られ,榮 緑 を累□す.蓋 □□珠,□ □□□.安 氏夫人,星 姿質を降
かま

す.疾 構へて縮偉あ り,身 は蘭室に終はる.賢 男賢女,□ □□有 り.□ 昏□
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はかつく

□,冬 夏温清たり.其 の宅兆を トひ,笙 を廣め事を蔵ふ.鳥 免墳 るを助け,其

の孝志を族す.□ □貞□分,徳 を樹て芳を遺す.地 久 しく天長 く,百 千萬に祀

らん.

〔試 訳〕

大晋の故鶏田府部落長史何公の墓誌銘井びに序

易に言 う,生 きながらえることだけを知って死ぬことがあるのを知 らず,獲

得 して も失わず,存 在 して名を失わないのを知る,そ れは聖人だけであろう,

と.こ のことから,高 位高官に昇 り軍事に携わる時間や生死とい うものには,

究め尽 くす道は無い とい うことを知るのである.す なわち寿命には短いの も長

いのもあ り,富 貴名声は永遠に固定された ものではないことを知るのである.

公の譲は君政 といい,そ の家は もともと大同の人である.公 は部落 を統率

し,弱 者をいつ くしんで強い ものを抑え,貧 しい ものや頼 りを失った者を救済

し面倒をみた.そ の家は文武を尊び,官 僚の地位を世襲 した.親 を敬い目上の

人を尊重するという美 しい態度を伝え,他 人には恭 しく自らはつつましくする

という礼儀を受け継いだ.そ の家系は枝分れし,な んらかの流れを引いてはい

るが,そ め本源を究めることはできない。この家に連なる者はみな高位高官の

服装や,高 官が身に帯びる金印紫綬を引 き継いだ.こ とごとく侯や伯 となり,

それぞれに功績があった.公 は,不 幸にして,急 に流行 り病にかかり,薬 で療

養 したが治癒 しなかった.去 る長興三年(932)十 二月一 日,代 州横水鎮にてそ

の寿命を全 うした.

夫人の安氏は,星 の姿が瑞を降 し,月 の光がめでたい しるしを表わしたもの

で,そ の行為は徳のある人より美 しく,そ の徳は家庭 において明 らかであっ

た.急 に病におかされたため,薬 で療養 したが効果はなかった.あ っという問

に美 しい人の魂は去っていって帰 らず,た ちまちに急にこの世を去ったのは,

天祐某年四月十九日の都 にある自宅においてであった.

息子が五人いた.次 男の随駕兵馬使 ・充左突騎十将は,天 祐十五年(918)十
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二月二十四日,荘 宗に従って河南の胡柳破において国のために戦い戦功があっ

て亡 くなった敬周である.三 男の随駕兵馬使 ・充左突騎副将の敬千は,同 光某

年四月二十三日,こ の世 を去 り,墳 墓をつ くり仮埋葬 し墓の中に眠っている.

長男は北京押衙充火山軍使 ・銀青光禄大夫 ・検校工部尚書 ・兼御史大夫 ・上柱

国の敬文である.そ の次は随駕右備征軍指揮使 ・銀青光禄大夫 ・検校右僕射 ・

兼御史大夫 ・上柱国の敬万である.そ の次は随駕左護聖第一軍副兵馬使 ・銀青

光禄大夫 ・検校工部尚書 ・兼御史大夫 ・上柱国の敬超である.新 婦 は三人お

り,一 番上のは安氏,次 は康氏,次 は康氏である.孫 は九人で,従 栄,重 進,

小寄,韓 十九,慈 寄,小 厩見,小 猪,小 憩,王 七という.(従 栄の)新婦は宗氏

といい,曾 孫は兜児という.長 男の敬文らは,と もに忠義の志が しっか りして

いるという家風をもって孝を井邑に伝えた.□ 年が順ではないことを理由に,

何君政の墓は移せなかったが,今,吉 日を選んで墓穴に埋葬 した.即 ち天福四

年(939)十 一月十七 日に陽曲県連師郷相輔村(の)聖 地に埋葬 し,(古 い墓を)移

して新たな墓 を(平)原 に造営 した.礼 に適っている.そ の銘にいう.

……優れた人物がお り,は っきりとその人格を顕そう.そ の名声は りっぱな

人柄 と重なり,そ の才智は:地方の城市 をよくおさめた.ず っと長史を任 され,

かさねて富貴と名声を…… した.尽 □□珠,□ □□□。夫人の安氏は,星 の姿

が形を降 したものである.病 気になって枢の前にとば りが下ろされ,自 宅の寝

室にて亡 くなった.賢 い息子や娘は,… …が有る.□ 昏□口,親 に孝行 を尽く

す.そ の墓域の場所を占って定め,墓 を広げ完成させた.太 陽と月は墓の造営

を助 け,そ の孝行の志 を表彰 した.□ □貞□分(□ 正 しいしるしを石に彫

り?),徳 を立て後世に名誉を残した.天 地が永遠に存在するように,百 年千年

万年までも祭 らん.

〔注 釈 〕

3・1・1「鶏田府部落長史」:五代時期 に「鶏田府部落」の名は他に見えない.こ

れに関しては後述.
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3・2・1「易日知生而不知死徳而不喪知存不亡名其唯聖人乎」:『周易』に該当する

文章はないが,「周易』上経 ・乾(巻1,20葉b)の 「充の言為るや,進 むことを

知 りて退 くことを知 らず.存 することを知 りて亡ぶることを知らず.得 ること

を知 りて喪ふことを知らず.其 れ唯だ聖人か.進 退存亡を知 りて其の正を失わ

ざる者は,其 れ唯だ聖人か」を踏 まえた表現 と思われる.誌 文「生を知 りて死を
え うしな

知 らず」は 『周易』には全 く見えない.誌 文 「徳て喪はず」の 「徳」は 「得」に通

じ,『周易』の「得るを知 りて喪ふを知らず」に相当する.「存することを知 りて

名を亡びざる」の部分は『周易』の「存するを知って亡ぶるを知らず」に相当する

が,「 亡」の後の「名」が 『周易』には見えない.こ こでは仮に「亡」に続けて読ん

でお くが,下 句の 「其唯聖人乎」にかかるのか もしれない.

3・2-2「蘇是知榮緑有伎之期生死而無究寛之路」二「榮緑」は身の光栄となる秩禄

の意味から高位高官に昇ることを意味する.『後漢書』巻84,列 女伝(p.2783)

に,「君,少 くして清節を修め,栄 禄 を顧みず」とある.「有杖」という熟 した用

例はあまり使われないようで,意 味はよくわからない.そ のまま素直に「侯る有

り」と読み,頼 るものがあると解釈 もできる.ま た「侯」を武器 と解釈 し,武 器

を所持する,さ らに軍を有するの意味 ともとれる.例 えば 『南斉書』巻22,豫

章文献王伝(p.411)に,「 侯有るは臣一人に非ず」と見える.こ こでは後者の意

味に解 してお く.「究寛」は究め尽 くす.

3・4・1「大同」:現在の山西省大同市.唐 ・五代では雲州 とよばれ,後 晋の時,

遼に割譲される.大 同の名は,こ の地に置かれた藩鎮の軍額 に由来する.

3・5・1「冠裳」:冠 と服を着て正装す ること.転 じて官僚や紳士を指す.

3・5・2「紹恭倹之禮譲」=「恭倹」は他人に対 してうやうや しく,自 分に対 しては

つつま しいこと.「禮譲」は礼儀にあつ く,人 にへ りくだる意味.「紹」は続け

る,受 け継 ぐの意味.

3・6・1「管縷」:原 義は高位高官の服装を表わしたが,高 位高官そのものを指す

ようになった.五 代の用例としては,「冊府元亀』巻8,帝 王部 ・創業 ・後唐荘

宗条(中 華書局影印本,1960年,3葉a-b,p.85)に,「 外は則ち五侯九伯,内
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よよ

は則ち百辟千官,或 は代箸縷を襲ひ,或 は門に忠孝を伝ふ」と見える.

3・6・2「施金捜紫」:「施」は「柁」に同 じ.「施」「捜」はともに引 くの意味.「施

捜」と熟す.「金」と「紫」も「金紫」と熟 し,金 印とそれにつける紫色の飾 り紐

の意味.そ こから金印紫綬を帯びる高位高官の意味となる.

3・6・3「染時疾」:「時疾」は流行病.「染」は病気に感染すること.

3・7・1「代州横水鎮」:「代州」は現在の山西省代県.た だし,編 纂史料中からは

代州境域内に 「横水鎮」の名は見えない.ち なみに,何 君政卒年の長興三年

(932)の 時,代 州は河東節度使(会 府は太原)の 支郡であった.

3・7・2「星姿降瑞」:「星姿」は不詳.「 降瑞」は天からめでたい印を降すこと,

あるいは天が降しためでたい しるし.

3-8・1「月彩呈群」:「月彩」は月の光.「 呈群:」は祥瑞が現れること.

3一&2「芝蘭」:芳香のある芝草 と蘭のこと.転 じて優秀な子弟や人格者,徳 の

優れた人の喩えとなった.

3・8・3「閨壷」:広 く女子の居住する内室を指す.『 旧唐書』巻193,列 女伝(p.

5138)に,「 末代風靡 し,貞 しき行ひは寂蓼するも,聯 か椒蘭を播 し,以 て閨壼

に胎 し,形 管の職,幸 ひに忽びる無 し」とある.
く　

3・8・4「榮疾□」:「榮」はまといつくの意味.「疾□」は拓本写真では字が欠け

ていて判読できない.た だ,「山」ははっきり見え,「ヂ(や まいだれ)」の一部か

と思われる.す るとここは 「疾病」「疾痛」「疾疫」などの語が推測できる.

3・9・1「須奥莫返香魂」:「須輿」は短い時間の意味.「香魂」は美人の魂 唐 ・

李商陰「和人題真娘墓」(『玉難生詩集箋注』,上海古籍出版社,1998年,p.753)

に,「一たび香魂招 くも得ざる自り,砥 だ江上の独 り蝉娼なるに応ふ」と見 え

る.

3・9・2「俵忽而俄辞白日」:「條忽」は極めて短い時間を意味する語.班 固「東都

賦」の「指顧候忽」に耕する李善の注(『文選』巻1,33葉a,四 部叢刊初編)に,

「善曰く,條 忽とは,疾 きことなり」とみえる.「 白日」はこの世の意味.
くの

3・9・3「天祐年四月十九□」:年次は原文に記 されておらず,不 明.「十九」の次
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の字は,拓 本写真では白く抜けてお り,お そ らく原石が欠けていると思われ

る.前 後から推測 して 「日」字 を補えよう.

3・10・1「随駕兵馬使」:「随駕」の原義は天子の左右に近侍するの意味.唐 代で

は黄巣の乱で成都に在 った僖宗の行在のもとへやって来た兵士を禁軍に編成
く　 　 　

し,そ の名に「随駕」を用いた事例が見られる.五 代時期では沙陀突廠軍の中に
ぼ り

見え,い くつか事例を挙げるなら,① 随駕兵馬都監夏彦朗,② 随駕馬軍都指揮
く　　ラ 　　わ

使 ・富州刺史康義誠,③ 随駕歩軍都指揮使 ・潮州刺史楊漢章,④ 随駕左右廟馬
く　の

軍都指揮などがある.張 其凡1993,pp.15-24に よれば,随 駕馬軍都指揮使,随

駕歩軍都指揮使は,そ れぞれ後唐明宗の時に成立 した侍衛馬軍都指揮使,侍 衛

歩軍都指揮使に実質的に相当するという.「随駕軍」という固有の軍号を有する

禁軍は存在せず,広 く侍衛親軍を指す別称 と考えられる.「兵馬使」は唐節度使

下の軍職号であったが,黄 巣の乱以降の混乱時期に軍職体系に大 きな変化が起

き,指 揮使に取って代わられていったので,五 代時期の兵馬使は半ば肩書 きを

示す散号 と化 していたと考えられる.こ の「随駕兵馬使」も実職を伴わない散号

と考えてよいだろう.

3・10・2「左突騎十將」:「突騎」の原義は,敵 軍に突撃する精鋭部隊.『漢書』巻

49,竈 錯伝の 「軽車突騎」に対する顔師古の注(p.2282)に,「 突騎とは,其 れ驕

鋭にして用て敵人に衝突す可きを言ふなり」とみえる.唐 代の沙陀突厭 に突騎軍

が存在 したことは,『新唐書』巻218,沙 陀伝(p.6156)に,「 靡助乱するや,詔

し,義 成の康承訓,行 営招討使 と為す.(朱 耶)赤 心,突 騎三千を以て従ふ」と

みえ,ま た 『新唐書』巻218,沙 陀伝(p.6156)に,「 王仙芝,荊 ・裏を陥すや,
や

朝廷,諸 州の兵 を発 し討捕せ しむ.(李)国 昌,劉 遷を遣 りて雲中の突騎を統べ

(60)

(61)

(62)

(63)

(64)

『資 治 通 鑑 』巻256,僖 宗 ・中和 四年 十 一 月 条,p.8314.

『旧 五 代 史 』巻30,唐 書 ・荘 宗 本 紀,同 光 元 年 十 月 丙 申,p.416.

『旧 五 代 史 』巻39,唐 書 ・明 宗 本 紀,天 成 三 年 正 月 戊 辰,p.534.

『旧 五 代 史 』巻39,唐 書 ・明 宗 本 紀,天 成 三 年 正 月 戊 辰,p.534.

『旧五 代 史 』巻65,唐 書 ・索 自通 伝,p.87L
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く　　ラ

賊 を逐は しむ」と見える.五 代時期の突騎については,『資治通鑑』には軍将が

帯する称号 として2例,『 新五代史』には3例 見えるが,と もに『旧五代史』と重

複する.そ こで,不 完全ではあるが,『 旧五代史』に見えるもののみによって作

製 したのが表1(次 頁)で ある.

全9例 のうち,確 認で きる最 も古い突騎を有する軍将の例は李克用時代の も

ので,最 も新 しいものは後晋の高祖石敬塘が即位 した天福元年(936)の もので

あることから,大 多数は後唐時期のものであることが明 らかである.ま た,突

騎軍の構造は左右に分かれていた.『旧五代史』巻35,唐 書 ・明宗本紀(p.484)

に,「天祐五年五月,荘 宗親 ら兵を将ひ以て潴州の囲みを救はんとす.帝 時に突

騎左右軍を領 し,周 徳威 と与に分ちて二広 と為す」とある.概 ね,沙 陀一 後唐
く　の

時期における,沙 陀固有の禁軍馬軍の一軍号 と考えられる.「十將」とは安史の

乱以前から見 られ,そ の後唐後半期の藩鎮時代を通 じ,部 隊長クラスの下級軍

将の名号で実職であ・った,し かし,唐 末になるにつれ,位 階 ・肩書きを示すい

わゆる散職化の傾向も現れはじめ,実 職を示す場合と散職を示す場合との錯綜

した情況がみ られる.唐 極末から五代に入ると,全 体的傾向として十将の名号
ぼ ア　

が史上に現れる頻度が急激に減少 し,散 号化する傾向が見られ始めるという.

ただし,こ の何敬周の職号「随駕兵馬使 ・充左突騎十將」の場合,随 駕兵馬使が

散職で,左 突騎十将が実職であろう.す なわち,左 突騎軍の最下級の隊長と解

せる.

3・10・3「天祐年十二月廿四日」:誌文は「天祐年」として具体的年次を欠 く.こ

の日付 は明 らかに河南胡柳披における戦役の日付である.胡 柳破の戦役 とは,

晋王李存易(後唐の荘宗)が 率いる沙陀突厭軍と後梁軍との戦いで,当 初は沙陀

突廠軍が大敗 し,沙 陀側の名将周徳威が戦死するに至ったもの.『 旧五代史』巻

9,梁 書 ・末帝本紀,貞 明四年十二月癸亥条(p.137)に,「 癸亥,北 面招討使賀

(65)『 新 唐 書 』沙 陀伝 中 の 「突騎 」を固 有 の軍 号 と解 釈 しな い 考 え方 もあ る.岡 崎1973,

pp.302-303.

(66)突 騎 に つ い て は,張 其 凡1993,p.12を 参 照,

(67)渡 邊1994.
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表1五 代 突 騎 一 覧

姓 名 職 名 時 期 出 典

1 衰建豊 突騎指揮使 後唐 ・李克用の時 旧 五61,P.822

2 李建崇 突騎 ・飛騎二軍使 後唐 ・李克用 に仕 えた時 旧 五129,P.1701

3 張慶釧 左右突騎軍使 武皇 ・荘宗の世 旧 五74,p.973

4 李従珂 突騎(都脂 揮使
後唐 ・荘宗 ・同光三年三 月

丁酉

旧 五46,P.626

通 鑑273,P.8931

5 索自通 突騎指揮使 荘宗に従い魏博を定めた時 旧 五65,P.871

6 康義誠 突騎使 荘宗 に従 い魏博 に入 った時 旧 五66,p.879

7 康思立 右突騎指揮使 荘宗嗣位後,天 成元年以前 旧五70,P.932

8 梁漢璋 突騎指揮使 後唐 ・明宗 に仕 えた時 旧五95,P.1262

9 石 暉 突騎都將 後晋 ・高祖 ・天福元年 旧五87,p.1138

備考:旧 五=『 旧五代史』 通鑑=『 資治通鑑』

壌,大 軍を率ひ晋人と胡柳陵に於いて戦ひ,晋 人敗績す」と記録 され,『 旧五代

史』巻28,唐 書 ・荘宗本紀,天 祐十五年十二月癸亥条にも同様の記事が見え

る.貞 明四年,す なわち天祐十五年十二月は庚子朔なので,癸 亥は二十匹旧 で

ある.こ れは誌文の「十二月廿四日」の日付 とも合致 し,あ わせて誌文に欠けて

いる年数は天祐「十五」年と確定できる.沙 陀突厭は,唐 室から李姓を賜ったこ

とから後梁の元号 を使用せず,唐 が滅亡 した後 も唐の最後の元号である天祐を

使用 していた.天 祐十五年は西暦918年 にあたる.

3・11・1「荘宗帝」:後唐の初代の皇帝.李 克用の長男で,誰 は存筋.後 梁を打

ち倒 し,帝 位についた.唐 ・光啓元年(885)生 まれ,同 光四年(926)四 月没 し
く　きラ

た.享 年42歳.

(68)『 旧五 代 史 』巻34,唐 書 ・荘 宗 本 紀,p.477で は43歳 と記 す.

(52)



3・11・2「河南胡柳肢」:胡 柳陵は漢州の西,臨 漢県の界隈にあった.大 体,現

在の河南省漢陽県 と山東省郵城県との境界にあたる.『資治通鑑』巻270,貞 明

四年十二月壬戌の「至胡柳破」に対する胡三省の注(p.8838)に,「 胡柳肢,漢 州

の西の臨漢縣の界に在 り」と見える.

3・11・3「左突騎副將」:何 敬千の肩書 き「左突騎副將」は,前 掲「左突騎十將」に

対する 「副將」と考えられ,十 将の下に居る下級軍将のポス トであろう.

3。12・1「同光年四月廿三 日」:原 誌文に年次を欠 くこと,前 掲「天祐年」と同じ

であるが,こ ちらは年代比定不可能.

3。12・2「庚穴」:生 前に自ら造営 した墓.た だし,用 例としては宋代の蘇轍「遣

適帰祭東埜文」に見えるが,五 代以前の用例 を見出し得ない.

3・12-3「北京押衙充火山軍使」:後 晋時期の 「北京」は太原のこと.こ この 「押
く　 　 ラ

衙」は散号であろう.「火山軍」の名は,唐 ・五代を通 じて編纂史料上には見え

ないが,北 宋の太平興国七年(982)に なって同名の軍が旧嵐州の地(山 西省嵐

県)に 設置されている.『宋史』巻86,地 理志2・ 河東路(p.2137)に,「 火山

軍,下 州に同 じ.本 嵐州の地なり.太 平興国七年,建 てて軍と為す」と見える.

3・13・1「随駕右備征軍指揮使」:原 拓,「右」の次の字は,「 イ」(にんべん)と つ

くりの上部が 「久」,下 部が 「ロ」というのは鮮明であるが,「 口」の中が欠けて

いる.こ こでは「備」の碑別字 と解釈 した.「備征軍」という軍名は後晋時期には

見 られないが,宋 代の禁軍名 として見える.『宋史』巻187,兵 志1,禁 軍上(p.

4571)に,「(建 隆二年)左 右備征を雲騎 と為す」と見え,遅 くとも後周の時には

備征軍が存在 したことが確認できる.ま た,こ こでの「随駕」は軍号ではなく,

禁軍の雅称.〔注釈〕3・10・1参照.

3-15・1「随駕左護聖第一軍副兵馬使」:編 纂史料中,「 随駕護聖軍」という軍は

見えない.「この 「随駕」は,天 子に近侍するという原義をもって,「左護聖第一

軍副兵馬使」を修飾 し,中 央禁軍たる護聖軍の職 ということを強調 しているのか

もしれない.と いうのは,菊 池lg54,pp.22-23が 指摘 している通り,五 代の

(69)唐 か ら五 代 に か け て の押 衙 職 の 変 遷 につ い て は,渡 邊1991・1993参 照.
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禁軍には出征討伐に任を以って地方へ駐屯 し,任 務遂行後もそのまま禁軍の軍

号を有 したまま駐屯 している例が見られるからである.

3・16・1「康氏」:中 央アジア,サ マルカン ド(康国)出 身のソグ ド人が中国にお

いて称 したソグド姓のひとつ.

3・19・1「□以年匪順鑑墳不遷」:18行 目末の 「邑」字 と19行 目はじめの 「以」

字 との間の字は,お そ らく原石が欠けてお り,判 読できない.『 補遺』7も 同

じ.「霊墳」の用例は見当たらないが,こ こでは墓穴と解 してお く.

3・19・2「今就吉辰方螢竃安」:「吉辰」は吉 日.「埜」は本来墓の意味だが,宋 代

では動詞 として墓を造るの意味が出て くる.ま た「営」に同じという.「竃安」に

は埋葬するの意味もあるが,こ こでは墓穴の意味に解す.
くか

3・20・1「陽 曲縣 連 師郷 相輔 村 □聖 地」:陽 曲県 は,本 墓 誌 出土 地 の太 原 市 陽 曲

県 と比 定 で きるが,そ れ 以 上 の くわ しい 地 点 は 不 明.「 相 輔 村 」と 「聖 地 」との 間

の 字 は判 読 しづ らい.『 補 遺 』7は 判 読 して い ない.残 画 か ら,お そ ら く「之」に

近 い字 で は な い か と思 わ れ る.

3・20・2「遷 囹 創 置 新 埜 團 原 」:「遷 」と 「創 」の 間 の 字 は,「 〈(ひ とが しら)」

の 部 分 の み は っ き り して い るが,そ の 他 は判 読 しに くい.『 補 遺 』7で は 「合 」と

す る.こ こ で は これ に従 う.「 螢 」 と 「原 」の 問 は,か す か に 「十 」の字 画 が 見

え,『 補 遺 』7は 「平 」と解 す.今,こ れ に従 う.

3・22・1「□ 有 奇仁 迫標 風 格 」:「奇」字 の上 は判 読 で きな い.『 補 遺 』7も 同 じ.

「仁 」は 「人」に 同 じ.「 奇 人 」は普 通 の 人 と は違 う優 れ た 人 物 の意 味.「 迫 」は

「廻」に 同 じ.は るか に隔 た っ てい る様,は っ き りと した 様 「風 格 」は人 格,品

格.

3・22・2「名重 珪 璋」:「珪 璋」は圭 は上 の とが っ た玉,璋 は半 圭 の こ とで,と も

に玉 製 の礼 器.転 じて人 柄 が 気 高 く,優 れ てい る こ との 喩 え と な った.『 詩経 』

大 雅 ・巻 阿(巻17之4,5葉b)に,「 顯 顯 卯 卯 と して,圭 の 如 く璋 の 如 し」と

あ る.

3・22・3「智 匡 郡 邑 」:「郡 邑 」は地 方 の 町 で,州 や 県 を指 す.「 匡」は正 す,救 う
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とい う意味があるが,こ こでは「安」に同じで,安 んずると読んでお く.『補遺』

7は 「匡」を 「瑛」とするが,そ の根拠は不明.
く　ラ

3・22・4「累 □」:拓 本 写 真 で は 「累」字 の 下 字 は 「L(し ん に ょ う)」の は らい の

部 分 が 見 え,お そ ら く 「遷 」で な いか と推 測 で きる.

3・22・5「蓋 □ □ 珠」:拓 本 写 真 で は 「壼 」と 「珠 」の 間 の2字 が 読 め そ うで あ る

が,比 定 し難 い.『 補 遺 』7も 同 じ.こ こで は保 留 してお く.

3・23・1「□ □ □ □ 」:「珠 」以 下4字 はす べ て判 読 しづ らい.『 補 遺 』7も 同 じ.

拓 本 写真 で は,2字 目は 「謡 」,4字 目は 「戦 」に見 え る が,保 留 して お く.

3・23・2「疾携 繕 韓 」:「繕 」は細 く切 り裂 い た 布.古 代 中 国 で は喪 服 に用 い た.

「繕 偉 」はそ の布 で つ くっ た とば り.枢 の 前 に設 けた.

3・23・3「蘭 室」:女 性 の美 しい寝 室 を い う.

3・23・4「有 □ □ □ 」:「有 」字 以 下,3字 は 拓 本 写 真 か らは判 読 しが た い.『 補

遺 』7も 同 じ.

3・24・1「□ 昏 □ □ 」:拓 本 写真 は,「 昏 」の み鮮 明 で あ るが,他3字 は は っ き り

しな い.『 補 遺 』7は4字 目を 「命 」 と解 す が,保 留 して お く.

3・24・2「冬 夏 温 清 」:「冬 温 夏 清 た り」に 同 じ.冬 あ た たか く し,夏 す ず し くす

る こ とで,子 が両 親 に尽 くす 心 が け を い う.『 礼 記 』曲礼 ・上(巻1,18葉a)

に,「 凡 そ 人 の子 為 た るの礼 は,冬 は温 か に して夏 は清 し く,昏 に定 め て展 に省

み る,醜 夷 に在 りて争 はず 」とあ る.

3・24・3「蔵 事 」:あ る事 を整 え る,完 成 させ る こ と.

3-24・4「烏 免 助 墳 」:「墳 」は,こ こで は 墓 を造 る と動 詞 で 解 した.

3・25・1「□ □ 貞 □ 号 」:『補 遺 』7は 「分 」の 前,4字 す べ て 判 読 しな い が,3字

目は 「貞」と読 め る.「 貞 」の 上 は 「勒 」,下 は 「兆 」に も見 え るが,今 保 留 して お

く.ち な み に 「勒 」は 石 に彫 りこ む こ と.「 貞 兆」は正 しい しる しの 意 味.

3・25・2「樹徳 遺 芳 」:「樹 徳 」は徳 を立 て る こ と.『 書 経 』泰 誓 ・下(巻11,12葉

b)に,「 徳 を樹 つ るは 滋 き を務 め,悪 を除 くは 本 を務 む」とあ る.「 遺 芳 」は前 人

が 後 世 に 残 す 名誉.『 抱 朴 子 』正 郭(『抱 朴 子外 篇校 箋 』下,中 華 書 局,1997年,
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p.471)に,「 林宗の存 りては一世の所式 と為 り,没 すれば則ち遺芳永 く播す」と

ある.

3・25・3「地久天長分百千萬祀」:「:地久天長」は『老子』(諸子集成,p.5)に,「 天

は長 く地は久 し.天 地の能 く長 く且つ久 しき所以は,其 の自ら生ぜざるを以て

なり.故 に能 く長生す」と見える.「百千万」は多い様.こ こでは時間が多いこ

とで,永 遠にという意味.

4.「索葛府」と 「鶏 田府部落 」につ いて

安万金,美 人何氏,何 君政の各墓誌において,も っとも注 目すべきは,「索葛

府」「鶏田府部落」の記述である.以 下,墓 誌銘中に現れたこの2つ の語句につ

いて問題を提起 してみたい.

(1)索 葛府 につい て

安万金墓誌銘 に 「索葛府刺史」(12,14,15,19,25行 目),夫 人何氏墓誌銘

に 「索葛府官」(15行 目)と 現れる 「索葛」とは,す でにPuUeyblankl952b,pp.

343-344で 考証されているように,編 纂史料に見える「薩葛」や「醇葛」という語

と同じくSoghdを 音転写 したものである.今,こ れら3語 彙の使用例 を,関 連

正史に 『資治通鑑』を加えて整理 してみると,表2の ようにまとめられる.な

お,『続通典』は,『資治通鑑』に付せられた胡三省の注に引かれているもので,

関連史料として掲載 した.

表2か ら分るとお り,「索葛」の語は,Soghdの 音転写 としては編纂史料上最

も遅 くに登場 したものであるが,安 万金および夫人何氏墓誌銘により,後 晋時

期にすでに使用 されていたことが確認できる.

さて,従 来の後唐建国以前の沙陀に関す る研究において,六 州胡の流れをく

んで河東北部に居住していたソグド系あるいはソグド姓 を持つ者たちと沙陀と

の関係が注目されてきた.「 はじめに」で述べたように,後 唐 ・後晋の各沙陀系
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表2:「 索葛 」「薩 葛 」「醇葛 」使用 例

史書名 成書年代 索葛 薩葛 醇葛

『旧唐書』 後晋 ・出帝 ・開運 二年(945) 3 1

『旧五代 史』 北宋 ・太祖 ・開宝七 年(974) 1

『続通典』 北宋 ・真宗 ・成平 四年(1001) 1

『新五代 史」 北宋 ・仁宗 ・皇祐五 年(1053) 1

『新唐書』 北宋 ・仁宗 ・嘉祐五 年(1060) 1

『資治通鑑』 北宋 ・神宗 ・元豊七 年(1084) 1 4

け の

王朝には数多 くのソグド姓を持つ者たちを検出 することができる.か れらの多
く　り

くは,は っ き りと は記 され な い が,「 沙 陀 三 部 落 」,「沙 陀 ・薩 葛 ・安 慶 等 三 部
け 　ラ

落」と表現 された 「部落」の出自と考えられる.例 えば,康 義誠は 「代北三部
け の く　の け 　ラ

落」,康 延孝 は「塞北部落」を本貫 とし,さ らに安審埼は「其先沙陥部人也」,安
く　の

叔千は「沙陥三部落之種也」とはっきり記されているからである.こ のうち「沙

陀三部落」とは,疑 問の点 もあるが,「沙陀 ・薩葛 ・安慶」の3集 団の総称 と見
くアの

なされている.「沙陀三部落」は,そ の動向が9世 紀末の河東北部の政治情勢 に

深い影響 を与え,最 終的にそれらを掌握 した沙陀の李克用が勢力基盤を確立

し,後 の後唐建国への礎を築いたものとして,唐 末政治史上あるいは9～10世

(70)こ れ ら沙陀系王朝のソグ ド姓の者たちは,名 前 はすでに漢風 となっていることに注

意せねば ならない.ま た,彼 らは ソグ ド系 のみな らず,チ ュルクや異 を も含 む集 団で

あ った ら しいこ とも うかがえる.

(71)

(72)

(73)

(74)

(75)

(76)

(77)

『旧 唐 書 』巻161,翻 河 伝,p。4234.

『旧唐 書 』巻19下,僖 宗 本 紀,p.710.

『旧 五 代 史』巻66,唐 書 ・康 義 誠 伝,p.879.

『旧 五 代 史』巻74,唐 書 ・康 延孝 伝,p,967.

『旧 五 代 史』巻123,周 書 ・安 審 埼伝,p.1614.

『旧 五 代 史』巻123,周 書 ・安 叔 千 伝,p。1622.

徐1993,pp.336-338;焚2000,pp.42-49.
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紀の北アジア政治史上,そ の役割の重要性は無視できない.「沙陀三部落」のう
け お

ち,「薩葛部」を米海萬が統率 し,「安慶部」を史敬存が率いてお り,両 者 ともに

ソグド姓を冠 していることから,こ の2部 落がソグド系の者を中核 にした集団

でないか とも推測されているが,史 姓は もと突蕨のカガンー族 を輩出 した阿史

那を略 した姓 とも考えられるので,安 慶部は純粋 なソグド系から成る集団では

ないかもしれない.そ れはともか く,9世 紀末の河東北部には,沙 陀,安 慶,

薩葛 といわれたチュルク系,ソ グ ド系 と考えられる集団が存在 し,そ の中でも

特に薩葛部については,そ の名称からソグ ド系集団である可能性が非常に高い

といえる.

ところで,こ の薩葛(薩葛)部 という名称は,編 纂史料の記述からは,唐 末の

中和元年(881)二 月に,代 州監軍の陳景思が沙陀 ・薩葛 ・安慶 ・吐谷渾の諸部

を率いて,黄 巣討伐のため長安へ赴かんとし,緯 州(現 在の山西省新緯県)まで

至ったが,兵 力増強のため再び代州へ引 き返 したという記述を最後に史料上見
　アの

えなくなる.こ の直後,李 克用に黄巣討伐の詔が下 り,代 州刺史等に任ぜ ら

れ,以 後,唐 末 ・五代の政治舞台へ踊り出てい く.こ のことから,薩 葛(蘇 葛)
くきの

部は沙陀に吸収され,そ の 「部落」は消滅 したという考えもされて きた.そ の

後,編 纂史料上では,「薩葛」は「索葛」という表現に変わ り,後 唐 ・後晋の武将
く　の

である安従進の本貫を示す語としてのみ使用されてきた.そ の中でも,胡 三省

が引用する宋白 『続通典』の逸文に「安従進,本 貫振武軍索葛府索葛村」とある

のが最も具体的な記述である.た だ,宋 白の記述が何に拠 るものかは定かでは

ない.

(78)『 旧 唐 書 』巻19下,僖 宗 本紀,広 明元 年 六 月 条,p.707;『 資 治 通鑑 』巻253,僖 宗 ・

広 明 元 年六 月 庚 子 条,p.8227.

(79)『 旧唐 書 』巻19下,僖 宗 本紀,中 和 元 年 二 月 条,p.710;『 新唐 書 』巻218,沙 陀伝,

p.6158;『 資治 通 鑑 』巻254,僖 宗 ・中和 元 年 二 月 条,p.8246.『 新 唐 書 』は,こ の 時,

薩 葛 と安慶 両 部 は 感 義 軍(陳 西 省 耀 州 か?)に 駐 屯 して い た と伝 え る 。

(80)徐1993,p.338.

(81)そ の 使 用 例 は ① 安 従 進 本 貫 振 武 軍 索 葛 府 索 葛 村.(胡 三 省 注 所 引,宋 白 『続 通

典 』),② 安 従 進,振 武 索 葛 部 人也.(『 新 五 代 史 』巻51,雑 伝 ・安 従 進,p,586),③/
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振武軍節度使は,開 平二年(908)以 降,会 府を朔州に移 し.麟 州 ・勝州 ・毅

州を支郡 とした大体現在の山西省北部から内蒙古 自治区南部にまたがって存在

した藩鎮である.宋 白の記述からその管内に索葛府索葛村の存在が確認できる

が,こ の索葛は六州胡の末喬である可能性が非常に高いことを考慮すれば,そ
く　 ラ

の居住地域は朔州と限定できる.

「索葛(薩 葛 ・醇葛)」については,文 献史料からは以上のことが判明していた

が,安 万金および夫人何氏墓誌銘の記述は,宋 白の伝えた情報,す なわち「索葛

府」の存在 を裏付 けるだけでなく,そ の構成員がソグド姓を主体 とするもので

あったことを暗示 し,な おかつそのような集団が,後 晋時期までは確実に存在

していたことを物語 る.

安万金墓誌によれば,そ の家系は,曽 祖父の安徳昇,祖 父の安重胤,父 の安

進通,安 万金本人,そ して息子の安元審 まで,代 々「索葛府刺史」を務めたこと
ぼ ヨラ

が記され,後 晋時期までは確実に「索葛府」が存在 したことが判明 し,安 姓を有

する一族が,世 襲的にこの集団のリーダー的存在であったことがうかがえる.

この「索葛府」がソグ ド系の聚落である可能性が高いことは,安 万金の通婚事例

からもうかがえる.

図1は 安万金と夫人何氏の墓誌銘から復元 した系図であるが,こ の図からも

明らかなように,安 万金の父,安 進通の夫人はソグド姓の一つである曹氏であ

り,墓 主安万金の夫人はソグ ド姓の何氏の他,米 氏 もいる.た だ,安 万金には

他に漢姓の夫人 もいた.そ の次世代の例では,安 元進の夫人が史氏,安 元超の

/(安)従 進,索 葛 人也.(『 資治 通鑑』巻278,後 唐 ・明宗 ・長興 四年 三月癸未 条,p.

9082)の3例 で ある.

(82)8世 紀後半,河 東西部の石州 に居た六州胡 は,馬 燧 との戦 闘に破 れ,雲 州(大 同)

と朔州(朔 県)と の間 に移住 させ られ た。 『資治通鑑』巻232,徳 宗 ・貞元二 年十二 月条

(p.7477)に,「 又た馬燧 に命 じ河東軍 を以 て吐蕃 を撃 た しめん とす.燧,石 州に至 る

や,河 曲の六胡州皆 降 り,雲 ・朔 の間 に遷す」と見える.

(83)こ こで い う刺 史 とは,地 方行政単位の州の長官の意味で はな く,「索葛府」あるい

は 「索葛 部」とい うソグ ド系聚落 の長の意味 と考えて よいだろ う.ま た,「 夫人何 氏墓

誌銘」に よれば,安 元審は 「索葛府官」である.
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夫人が何氏,ま た長女が石氏へ嫁 ぐというように,ソ グド姓 を持つ者同士によ

る通婚が,後 晋時期まで持続 していることが確認できるのである.中 国へ移住

してきたソグ ド人およびその後商らが,彼 ら特有のソグド姓 を名乗 り,さ らに
の の

は彼らの間で通婚 してきた事例が数多 く指摘されているが,安 万金の事例 もこ

れにあてはまり,お そらく中央アジアに居住 していたソグド人とはまった く様

相を異にしていただろうが,そ の末窩という認識をある程度持ちつつ,ソ グド

姓間での通婚を維持 していたと推測できる.

(2)「鶏 田部落」について

何君政は,墓 誌銘によれば全 く官歴がな く,唯 一,「鵯田府部落長史」の任に

あった と誌題に見えるのみである.彼 の息子らが「鶏田府部落」の如何なる職に

も就いていないことは,安 万金の家系が「索葛府刺史」を世襲 していたのと対照

的である.推 測ではあるが,「鶏田府部落」の「長史」という職は実在 しなかった

か もしれない.す なわち,何 君政は中央へ出仕することなく,「鶏田府部落」と

いう場所で,無 官のまま一生を過ごしたのではないかとさえ推測することもで

きよう.と すれば,彼 が卒 して,初 めに埋葬された代州横水鎮附近が,「鶏田府

部落」の所在地ではないかと考えられる.

さて,「索葛府」がSoghdの 音転写であり,か つソグ ド姓を持つ者が世襲的に

リーダーをつ とめていたことから,ソ グ ド系の聚落ではないかという推測は,

かなり高い可能性を持つ と思われるが,一 方,こ の「鶏田府部落」はどのような

聚落なのであろうか.

「鶏田」の語は五代時期には見られない.こ の語を検索 してみると,唐 の貞観

二十一年(647),薩 延陀の亡散 とともに唐朝に帰附してきたチュルク系の部族の
は の くきの

うち,阿 跣部(Adiz)が 居た地に置いた鵜魔州が難田州であることがわかる.こ

(84)察1998,pp.22-24.

(85)阿 跣 は キ ョル=テ ギ ン碑 文,北 面5行 目に 「2度 目にQuslaγaqでAdizと 共 に我 ら

は戦 っ た 」と見 え る 「Adiz」に あ た る.ま た,阿 朕 につ い て は片 山1981,p.53,註(48)

を参 照 、

(86)『 旧唐 書 』巻191下,北 狭 伝(pp.5348-5349)に,「(貞 観)二 十 一 年,契 芯 ・廻 乾等/
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の 「難田州」と誌文の 「鶏田府部落」が直接 ・間接的に関係あるのか無いのか

は,両 者を結びつけるものが現段階では無いので,こ れ以上は不明である.

何君政およびその息子たちの通婚事例を見てみると(図2参 照),何 君政の妻

は安氏,息 子3人 の妻らもそれぞれ安氏,康 氏,康 氏であ り,ソ グド姓問での

ものであることがわかる.た だ,そ の次の世代,す なわち何君政の孫にあたる

何従栄の妻は宗氏であり,漢 姓との通婚である.こ のことから,r鶏 田府部落」

もソグド姓 を持つものを主体 とす る聚落でなかったかと想像はでき,何 君政も

六州胡の末喬ではないだろうか.開 元以降,難 田州は霊州管内に置かれ,も と
　おの

の六胡州とほぼ同 じ地であったと考えられる,と すれば,チ ュルク系阿鉄部を

置いた難田州にソグド姓を有する六州胡が居た可能性 もあり,後 に六州胡が河

東北部に移住 した際,そ の一部の聚落名に,霊 州にあった羅廉州に関連する名

を付 したもの と,現 段階では考えておきたい.

5.遼 ・宋代 のソグ ド系聚落 一 結 び にかえて一

以上,「安万金墓誌」「夫人何氏墓誌銘」「何君政墓誌銘」の釈読を通 じ,五 代後

晋時期にいたるまで,沙 陀政権下に依然 として「索葛府」「鶏田府」といったソグ

ド系聚落が存続 していたことを確認することができた.こ れらは,唐 代に「六州

胡」と称 された者たちの後喬 と考えられるが,お そらく純粋なソグド人の末喬で

/十 余 部落は醇延 陀の亡散 し殆尽 くるを以 て,乃 ち相継 ひで帰国す.太 宗,各 其の地土
に因 りて,其 の部落 を択 び,置 きて州府 と為 す,… …阿鉄 部,難 田州 と為す」と見え

る ものである.こ の貞観年 間に罵廉 され た阿跣 部は,東 突蕨第ニ カガン国の復興 に伴

ない,唐 朝 の統制下 を一 旦は離 れたもの の,開 元年 間に再 び来降 し,難 田州が置かれ

た らしい.『 新唐書』巻217下,回 鴫伝(p,6142)に は,「 阿朕,亦 た曰 く詞唖,或 ひは

鋏朕 と為 す.始 め抜野古等 と与 に皆朝 し,其 の地 を以 て難 田州 と為す.開 元中,跳 鉄

の思泰,突 蕨獣畷の所 自 り来 降す」とあ る.劉1998,p.154も 参照.

(87)『 旧唐書 』巻38,地 理志1・ 霊州大都 督府(pp,1415-1416)に,「 霊州 大都督府……

調露 元年,又 た魯 ・麗 ・塞 ・含 ・依 ・契等の六州 を置 く,総 べて六胡州為 り.開 元の

初 め廃 し,復 た東皐蘭 ・燕然 ・燕 山 ・難 田 ・難鹿 ・燭竜等六州 を置 く,並 に霊 州の界

に寄 り,霊 州都督府 に属 す.… …難 田州:寄 りて廻楽県界 に在 り,突 厭九姓部落の処

る所 な り.戸 一百四,口 四百六十九」と見 える.
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はあるまい.私 見によれば,こ のグループには突厭や突廠以外のチュルク,さ

らには「契」と称 された者たちも含まれる.た だ,彼 らはいつ しかソグド姓を冠

するようにな り,こ のため本稿では便宜上ソグ ド系集団 と称 してきた。このソ

グ ド系集団が,そ の後 どのような経緯をたどったのか,そ の全容はいまだつか

めていないが,現 在把握できた彼 らの動向について述べ,結 びにかえることと

する.

宋 ・遼時期に「索葛府」「鶏田府」の語が使用されているかどうかについては現

段階では確認できていない.し かし,「索葛」(=薩葛)と 深い関係を持つ と思わ

れる 「安慶」の語が宋代に再び登場するのが確認で きる.『続資治通鑑長編』巻

20,太 宗 ・太平興国四年九月条(中 華書局標点本,1979年,p.462)に,

代州言へ らく,契 丹の安慶府主安海進来 りて内附せんことを求むと.蝋 書

を以て之に賜ふ.

と見 える.こ の 「安慶府」は唐末に現れた「安慶部」と同 じものを指すと考えて

よいだろう.そ の府主が安姓 というソグ ド姓を冠 していることも,そ のことを

裏付ける情況証拠 となりうる.す なわち,太 平興国四年(979)以 前,キ タイ勢

力下に「安慶府」というソグ ド系のグループが存在 してお り,そ の一部が宋朝に

投降してきたことが確認できるのである.本 稿で取 り上げてきた墓誌銘中に記

された「索葛府」が朔州に存在 してお り,朔 州は後晋時期にキタイ=遼 勢力にそ

の地を割譲された燕雲十六州の一部であることか ら,こ の地にあったソグ ド系

聚落はキタイの統制下に入ったと考えられ,太 平興国四年(979)に 宋朝へ帰順

してきた 「安慶府」もこれと間接的に関係 を有することは,ほ ぼ間違いあるま

い.と ころで,朔 州に居たソグ ド系の者たちの一部は,燕 雲十六州割譲以前に

すでにキタイの勢力下に組みこまれていた」 遼史』巻34,兵 衛志上(p.396)に,

神冊元年(916),突 厭 ・吐渾 ・党項 ・小蕃 ・沙陀の諸部を親征し,戸 一万五

千六百を俘ふ;振 武を攻め,勝 ちに乗 じて東 し,蔚 ・新 ・武 ・嫌 ・儒五州

を攻め,俘 獲せるは勝げて紀すべからず,命 に従はざるを斬るは万四千七

百級たり.尽 く代北 ・河曲 ・陰山の衆を有 し,遂 に山北八軍を取る.
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と見える.神 冊元年は後梁の貞明二年に相当するから,史 料中の「振武」とはす

でに朔州へ会府を移動 した後の振武軍節度使ということになる.史 料中に直接

的表現は見えないが,こ の時にすでに朔州居住のソグ ド系の一部の者たちがキ

タイ勢力下に入ったと考えられる.さ らに第二段階が燕雲十六州のキタイへの

割譲時であったのである.

一方
,キ タイか ら宋朝へ亡命 して きた 「安慶府主安海進」はその後,宋 朝の

禁軍に編成されていったことが確認できる.す なわち 『宋史』巻187,兵 志一,

禁軍上 ・建隆以来之制(p.4587)に,

安慶直:四.太 原一,湖 三.太 平興国四年(979),雲 ・朔及び河東より帰明

せ る安慶の民を遷し井 ・瀦等州に分屯 し,給 するに土田を以てす.雍 煕四

年(987)立 つ.

三部落:指 揮一.太 原.太 平興国四年,幽 州を親征するや,雲 ・朔 ・応等

州の部落を井州に遷 し,因 りて立つ.

と見える.ま た,「三部落」なる軍も編成されているが,そ の名称及び雲州,朔

州,応 州 といった河東北部の「部落」を移 したということから,本 稿でも触れた

「沙陀三部落」と何 らかの関係があることは間違いない.ま た,安 慶直,三 部落

共に馬軍に編成されていることから,そ れらの構成員 らは10世 紀後半に至るま

で騎射技術に長けた能力を保持 し続けていたことがうかがえる.こ うして,河

東北部にあったソグ ド姓を持つ者 らの聚落や沙陀系,チ ュルク系部落の一部は

宋朝禁軍として整備されていったのである.

[補注]本 稿脱稿後,票 家芸 「沙 陀族歴 史雑探」『民族研究』2001-1,pp.71-80を 入手 した.

石刻史料は利用 されてい ないが、沙陀 に関する問題 を多角的に整理 し、参照すべ き文

献の一つ である。
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[付記]本 稿で取 り上 げた 「安万 金墓誌 銘」「夫人何氏墓誌銘」「何君政墓誌銘」は,2000年

10月14日,石 刻文物研究会(明 治大学)に お いて,そ の概要 を紹介 ・発 表 した.席

上,碑 別字 に関する貴重な意見 を得るこ とが で きた.ま た,五 代軍職の未だ解明 され

ていない事項 に関 して,渡 邊孝氏(日 出学 園)の ご教示 を得 るこ とがで きた。特 に記

して謝 意 を表 したい.
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【備 考】

(1)「 安万金墓誌銘」および 「夫人何氏墓誌 銘」に基づ き作成.

(2)安 万金の次世代の表記 は,「安万金墓誌 銘」の記述順に従 った.

(3)官 職は「安万金墓誌銘」・「夫人何氏墓誌銘」の うち,よ り詳細 な記述 を している もの

に従 った.

(4)安 万 金の夫人の一人,趙 氏 と「安万金墓誌銘」撰者 の趙普 とは明 らかに姻 戚関係 にあ

るが,そ の関係 は不 明であるので,点 線 をもって図示 した.
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図2何 君政系図
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〔備考〕

(1)「 何君政墓誌銘」に基 づ き作成.

(2)何 君政 の次世代 の 「新婦三 人」は具体的 に誰 の新婦 か記述 に欠 けるため,便 宜 上,墓 誌

作成時 に生存 していた何敬文,何 敬万,何 敬超 の順 に振 り当てた.

(3)何 君政の次 々世代 について,墓 誌銘か らは誰の子か不明のた め,羅 列 するに留 めた.

(4)同 世代 の 「新婦宗氏」の位 置 も不明のため,便 宜上,何 従栄 の新婦 とした.
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安万金夫妻 何君政墓誌銘関連概念図(五 代河東 ・河北地域)
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〔備考〕認其験主編 『中国歴史地図集』5

(地図出版社,1982)を もとに作成
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